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平成24年12月４日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第４号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第28号 当せん金付証票の発売について

○請願第24号 高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の増額を求める請

願

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（第１次・第２次一括法）による義務付

け・枠付けの見直しについて

・国の出先機関の廃止・地方移管に係る閣議決

定について

・フードビジネス振興構想（仮称）の骨子（案）

について

・「古事記編さん1300年記念」秋のイベントにつ

いて

・記紀編さん1300年記念事業 基本構想（案）

について

・「宮崎県交通・物流ネットワーク戦略」の素案

について

・「みやざき社会貢献活動促進基本方針（仮称）」

素案の概要について

・宮崎県行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例（行政手続オンライン化条

例）の一部改正について

・公社等改革指針の見直しについて

・新総合防災情報ネットワーク整備事業の進捗

状況について

出席委員（７人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 宮 原 義 久

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（１人）

委 員 星 原 透

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 合 政 策 部 次 長
城 野 豊 隆

（政策推進担当）

総 合 政 策 部 次 長
舟 田 美揮子

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 金 子 洋 士

副参事（記紀編さん
大 西 祐 二

記 念 事 業 担 当 ）

秘 書 広 報 課 長 甲 斐 正 文

広 報 戦 略 室 長 藪 田 亨

統 計 調 査 課 長 稲 吉 孝 和

総 合 交 通 課 長 日 下 雄 介

中山間・地域政策課長 川 原 光 男

生活・協働・男女参画課長 松 岡 弘 高

交通・地域安全対策監 横 山 一 夫

文化文教・国際課長 日 髙 正 憲

人権同和対策課長 田 村 吉 彦

情 報 政 策 課 長 長 倉 芳 照
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総 務 部

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監
橋 本 憲次郎

兼 危 機 管 理 局 長

総 務 部 次 長
亀 田 博 昭

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
茂 雄 二

（財務・市町村担当）

危 機 管 理 局 次 長
大 坪 篤 史

兼 危 機 管 理 課 長

部参事兼総務課長 柳 田 俊 治

人 事 課 長 武 田 宗 仁

行 政 経 営 課 長 片 寄 元 道

財 政 課 長 福 田 直

税 務 課 長 吉 本 佳 玄

部参事兼市町村課長 鈴 木 一 郎

総務事務センター課長 花 坂 政 文

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、本日は、星原委員が欠席でございます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前９時58分休憩

午前10時１分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

なお、本日は、星原委員が欠席でございます。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の説明を求めます。

○稲用総合政策部長 総合政策部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、今回、提案しております議案等に

つきまして、その概要を御説明いたします。

お手元の総務政策常任委員会資料により御説

明します。１ページをお開きいただきたいと思

います。初めに、予算議案であります。

今回お願いしております総合政策部の一般会

計補正額は、合計で1,875万5,000円の増額であ

ります。内容につきましては、後ほど説明いた

します消費者行政活性化に要する経費等の補正

でございます。補正後の総合政策部の一般会計

予算額は、129億9,482万4,000円となります。詳

細につきましては、担当課長から御説明をいた

します。

次に、特別議案でございます。左の目次をご

らんいただきたいと思います。特別議案につき

ましては、議案第４号「宮崎県における事務処

理の特例に関する条例の一部を改正する条例」

であります。詳細につきましては、担当課長か

ら説明をさせます。

３番目としまして、その他の報告事項という

ことで、今回、８件の報告事項がございます。

内容につきましては、それぞれ担当課長から説

明をさせます。

私からは以上でございます。

○黒木委員長 次に、議案についての説明を求

めます。

○松岡生活・協働・男女参画課長 生活・協
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働・男女参画課の補正予算について御説明いた

します。

お手元の平成24年度11月補正歳出予算説明資

料の３ページをごらんいただきたいと思います。

当課の補正額は、1,000万円の増額で、補正後の

額は５億4,664万円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

次の５ページをお開きください。（事項）消費

者行政活性化基金事業費につきまして、1,000万

円の増額をお願いしております。消費者行政活

性化基金事業費につきましては、さきの９月議

会でも補正予算をお願いしたところですが、今

回、表の国庫支出金の欄に計上しております500

万円につきまして、国から再度、交付金の追加

決定があったところであります。この500万円の

交付金につきましては、説明欄１の基金積立金

として、一般会計から当基金への積み立てを行

い、表では財源内訳のその他特定に計上してお

りますが、繰入金として当基金から一般会計に

繰り入れた上で、説明欄２の消費者行政活性化

事業として活用することとしております。この

ため、実際の事業費としては500万円であります

が、処理上、一般会計上の補正額としては、基

金への積み立てのための支出500万円と基金から

繰り入れて事業を行うための支出500万円とを合

わせた1,000万円となっております。

今回の補正分につきましては、県消費生活セ

ンターが基金事業として今年度実施しておりま

す啓発事業を拡充しまして、大型商業施設にお

ける啓発キャンペーンや、テレビコマーシャル

の放映を追加して実施することとしております。

説明は以上であります。

○日髙文化文教・国際課長 文化文教・国際課

の補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の平成24年度11月補正歳出予算説明資

料の７ページをお開きください。当課の補正額

は、618万1,000円の増額補正となっております。

この結果、補正後の額は83億648万2,000円でご

ざいます｡

それでは、内容につきまして御説明いたしま

す。

９ページをごらんください。今回の補正では、

（事項）私学振興費のうち、私立高等学校授業

料減免補助金及び私立高等学校等就学支援金に

ついて補正をお願いしております。

まず、細事項１、私立高等学校授業料減免補

助金についてであります。この補助金は、私立

高等学校が行う授業料減免に対する補助を行う

ことによりまして、生活困窮世帯の生徒の学費

負担の軽減を図るものであります。補正の理由

は、補助対象生徒数及び授業料減免額の変更に

よるものであります。補正額は199万4,000円を

見込んでおりまして、主に低所得世帯への減免

を行う県単独事業の授業料減免補助金につきま

しては、279万7,000円の増、国庫補助対象とな

ります家計急変世帯等の減免補助金につきまし

ては、80万3,000円の減額になります。増額の財

源につきましては、高等学校等生徒修学支援基

金を充てることとしております。

次に、細事項２、私立高等学校等就学支援金

についてであります。この支援金は、国の制度

として平成22年度に創設されたもので、私立高

校生等に対して公立高校授業料相当額を助成す

ることにより、教育費負担の軽減を図るもので

あります。補正の理由は、７月に行われた国の

基準変更において特例措置となるものに対しま

して、加算相当分の就学支援金を支給するため

であります。補正額は418万7,000円を見込んで

おり、全額、高等学校等生徒修学支援基金を充
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てることとしております。

文化文教・国際課の説明は以上であります。

○田村人権同和対策課長 人権同和対策課の補

正予算について御説明いたします。

平成24年度11月補正歳出予算説明資料の11

ページをお開きください。人権同和対策課の補

正予算は、257万4,000円の増額補正をお願いし

ておりまして、補正後の額は１億4,716万2,000

円となります。

主な内容について御説明いたします。

13ページをお開きください。（事項）「宮崎県

人権教育・啓発推進方針」推進事業費につい

て、257万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。この事業費は、宮崎県人権教育・啓発推

進方針に基づく施策の推進に要する経費であり

ます。その中で、説明欄にありますように、人

権啓発研修を充実させるため、光をそそぐ人権

啓発研修推進事業を行うものです。事業の目的

ですが、最近、いじめ等による児童生徒の自殺

や児童虐待、ＤＶなど、生命・身体にかかわる

事件が多発し、大きな社会問題となっておりま

す。こうした問題の解決のためには、関係者は

もとより、地域社会全体で人権問題を理解し、

適切に対応していくことが必要です。これらの

事件の報道等を通じまして人権問題に県民の関

心が高まっているところであり、この機会に、

人権啓発研修をさらに積極的に進めていくこと

が県民の人権意識の向上につながるものと考え

られます。現在、人権同和対策課内に開設して

いる人権啓発センターには819本のビデオがあり

ますが、そのうち、ＶＨＳが671本、ＤＶＤは148

本で、ＤＶＤ機器が普及している中、早急にＤ

ＶＤ教材をそろえていく必要があります。この

ため、宮崎県住民生活に光をそそぐ基金の非予

算化分によりまして、人権研修・学習のための

ＤＶＤ教材を購入し、人権啓発センターが行う

各種研修会で活用するとともに、学校や関係機

関・団体に周知し、そこでも活用してもらおう

とするものです。

人権同和対策課の説明は以上でございます。

○松岡生活・協働・男女参画課長 続きまして、

特別議案について御説明いたします。

委員会資料の２ページをごらんください。議

案第４号「宮崎県における事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

この説明に入ります前に御紹介いたしますが、

今回の条例改正では、当課分を含め５法令に基

づく事務の移譲について、それぞれの常任委員

会に分割・付託されているところであります。

なお、改正の全体概要につきましては、この後

の総務部の常任委員会資料に掲載されておりま

す。

それでは、当課関係の改正の概要について御

説明いたします。

まず、改正の理由ですが、「特定非営利活動促

進法」に基づく知事の権限に属する事務の一部

について、住民の利便性の向上や事務処理の効

率化等の観点から、その処理を希望する市町村

に権限を移譲するため、所要の改正を行うもの

であります。

次に、改正の内容ですが、特定非営利活動法

人の設立の認証や定款変更の認証等に関する事

務など計33事務について、新たに日向市と高原

町に権限を移譲するものであります。なお、今

回の改正に伴い―記載しておりますが―７

市２町がこの事務を行うこととなります。

施行期日は、平成25年４月１日としておりま

す。

説明は以上であります。
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○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

議案について、質疑はありませんか。

○鳥飼委員 生活・協働・男女参画課の関係で、

ＮＰＯ法人の事務移譲というところがあるんで

すが、県からの移譲に対する補助単価といいま

すか―額がわかっておれば教えてください。

○松岡生活・協働・男女参画課長 単価につい

てであります。市町村での事務処理に必要な経

費として権限移譲交付金が交付されております

が、例えば、ＮＰＯ法人の設立認証を行った場

合、１件当たり４万9,000円。次に、定款変更の

認証を行った場合で２万1,000円。以上のような

形で単価が決まっております。

○鳥飼委員 設立の認証というのは、宮崎県で

年間どの程度出てきていて、対象となったとこ

ろがどの程度出るのかというのが、ちょっと面

倒くさいですけれども、もしわかれば。わから

なければ結構です。

○松岡生活・協働・男女参画課長 例えば、宮

崎市の例でいきますと、認証もありますし、定

款の変更とかもろもろございますが、処理件数

として、23年度の実績で186件になっております。

都城市で平成23年度で49件。延岡市で32件。あ

と、もろもろとなっております。以上です。

○宮原委員 先ほど、歳出予算説明資料の13ペー

ジで、いじめ、虐待、ＤＶ等の人権啓発という

ことで、ＤＶＤの教材を購入ということがあっ

たんですけれども、何種類ぐらい購入されるん

ですか。

○田村人権同和対策課長 種類につきましては、

現在、広報ビデオを視聴中でありまして、本数

でいきますと、これまでの購入実績から１本約

６万9,300円を見込んでおりまして、33本を購入

する予定でおります。

○宮原委員 ６万9,300円で33本ということなん

ですが、同じようなものを複数―例えば５つ

ぐらいをワンセットで買うとか、そういう形に

なるんでしょうか。

○田村人権同和対策課長 １作品を１本という

ような形では考えておりません。多数の需要が

見込まれますので、複数本を買うこともありま

す。

○宮原委員 そこを言いたかったので―１本

だと必要なところが待ちでないと見られないと

いうよりは、いいものであれば複数本買ってお

られたほうがいいのかなという思いで言いまし

たので、ちゃんと活用していただきますように、

よろしくお願いをしたいと思います。

○岩下委員 人権同和関係でお聞きしたいんで

すけれども、以前は小中学校関係で賤称語を使っ

た表現とか、そういったものがかなり問題になっ

ていましたけれども、最近、賤称語の事例とい

うのは余り聞かないんですが、どのようになっ

ていますか。

○田村人権同和対策課長 今でも、子供たちが

学校現場でそういった発言をしているという報

告は教育委員会のほうから聞いております。

○有岡委員 歳出予算説明資料９ページの文化

文教・国際課の関係で教えていただきたいと思

います。県単で、低所得の生徒さんに対する補

助だということですし、年度途中で失業等の関

係でしょうか、所得が見込めないという方たち

への対応―県単事業も予算化してありますけ

れども、内訳とその背景というんでしょうか、

実態を教えていただきたいと思います。

○日髙文化文教・国際課長 私立高等学校授業

料減免補助金と申しますのは、基本的には、私

立学校に就学支援金ということで―今、公立

学校は授業料減免になっておりますが、その就

学支援金が出ております。就学支援金よりも授
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業料が高いものですから、非常に経済的に苦し

い世帯にその差額について学校法人が授業料を

減免するという場合に、その学校法人に対して

３分の２の補助を行う制度でございます。今回、

私立学校の授業料減免補助金について、増額の

補正をさせていただいておりますけれども、こ

れにつきましては、特に市町村民税等が厳しい

世帯というんでしょうか、経済的に厳しい世帯

がふえたということもございまして、その分に

ついて学校法人が減免する生徒数が多くなって

おりますので―実際、※94名でございますが

―この部分の加算につきまして補助している

ということでございます。

○有岡委員 また、関連してお尋ねしますが、

恐らく来年の３月まで中小企業の倒産というの

がふえてくるということを想定しているんです

けれども、その際に、学校現場においてこういっ

た制度をスムーズに活用できるような、そういっ

た連携はうまくできているんだろうかというの

がお尋ねしたい部分ですが、いかがでしょうか。

○日髙文化文教・国際課長 この減免補助金に

つきましては、基本的には県内の学校法人全て

が減免の制度を持っておりますので、私どもと

しましては、学校法人が行う減免につきまして

補助する制度でございますので、これにつきま

しては、毎年、学校法人に現状調査を行った上

で補助しております。そういうところでは学校

法人と県のほうでうまく連携をとりながら、必

要な補助につきましてはしていくということで

やっております。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

それでは、ないようですので、次に、その他

の報告事項に関する説明を求めます。

○金子総合政策課長 それでは、委員会資料の

３ページをお願いいたします。「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律」、いわゆる第１

次・第２次一括法による義務づけ・枠づけの見

直しについてであります。

本件につきましては、当委員会に付託されて

おりませんが、一括法による基準の条例化をす

る関係議案が他の常任委員会に付託されている

ものであります。当課は、地方分権の推進に関

する事務を担っておりますことから、その概要

を御説明させていただきます。

１の義務づけ・枠づけの見直しをごらんくだ

さい。まず、（１）の見直しの内容についてであ

りますが、義務づけ・枠づけの見直しは、地方

の自主性・自立性を高めるため、国による地方

公共団体の関与を廃止・縮小するもので、今回

の一括法により見直しの対象となったのは、記

載の３分野でございます。

この中で、特に、（２）に書いております施設・

公物の設置管理基準につきましては、これまで

国が政省令等で定めていた基準にかえて、地方

において、実情に応じて基準を条例化する必要

があります。国が定める従うべき基準、標準、

そして規制が最も緩やかな参酌すべき基準とい

う３つの類型に沿って基準が設定されておりま

す。

次に、２の（１）にありますように、本県で

は、条例化を要する事項について、平成24年４

月１日施行のものについては、昨年度に計５つ

の条例を改正し、基準を定めたところでありま

す。また、経過措置によりまして、平成25年４

月１日施行のものについては、４ページの一覧

にありますとおり、今議会に計18本の条例の制

定・改正を提案させていただいております。右

のほうに付託常任委員会ということで、各委員

※27ページに訂正発言あり
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会のほうで今、審議中ということでございます。

３ページにお戻りいただきます。次に、２の

（２）の検討方法でございますが､今回の改革の

趣旨を踏まえまして、所管部局におきましては、

審議会等の開催や関係団体・利用者等への意見

聴取、パブリックコメントを実施するなどしま

して、本県の実情や住民ニーズ等を踏まえた基

準の設定を検討してまいりました。

その結果、（３）にありますとおり、本県独自

の基準を含むものは、今議会に提案しているも

のも含めまして計12本の条例となっております。

その代表例を御紹介いたします。下のほうに

ございます、特別養護老人ホームにおける居室

定員に関する基準でございます。国の基準では、

居室定員を１人にしておるところでございます

が、本県の利用状況を踏まえまして、多床室

―４人部屋も選択できるようにするため、「知

事が特に認める場合には、４人以下とすること

ができる」というふうにしております。

次に、県営住宅の整備基準について、「地震、

津波等の大規模な災害に対する入居者等の安全

確保」、「木造化や木質化の推進による県産木材

の活用」に努めるものと規定を設けております。

次に、県営住宅の入居者資格、これは同居親

族の要件でございます。これは、法令改正で23

年度末に全国的に廃止されたわけでございます

が、本県における利用実態等に鑑み、引き続き、

入居者資格の要件として規定をしております。

なお、市町村におきましても、条例化に対応

する必要がありますことから、県では、これま

で県の基準検討の状況等の情報提供を行ってい

るところでございます。市町村は、今年度の12

月議会並びに３月議会を中心に改正を提案する

と伺っております。今後とも、地域の実情を踏

まえた基準の条例化が円滑に進みますよう、所

管部局と連携しながら、市町村における適切な

対応に向けた助言等に努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、資料の５ページをお願いいたし

ます。国の出先機関改革についてでございます。

本件につきましては、これまでも随時、当委員

会等において御報告してまいりましたが、先月15

日に関連法案等が閣議決定されましたので、概

要を御報告いたします。

今回、閣議決定されましたのは、１に書いて

ございます２つでございます。まず、出先機関

の廃止・地方移管に係る基本的な枠組みを示し

た法律案についてでございます。今回は、市町

村等から出された懸念等を踏まえてなされた、

本年６月に内閣府から示された法律案からの変

更点について御説明をさせていただきます。

２の法律案の概要をごらんください。１点目

でございます。大規模災害時等の万全な対応を

担保するため、大臣からの協力指示があった場

合には、直ちに必要な措置を講ずる旨の対応義

務が追加されております。

２点目は、市町村の意向反映の仕組みとして、

（２）の①にありますとおり、市町村の意向反

映については、努力義務から、反映しなければ

ならないという義務規定へと格上げされており

ます。また、②のとおり、移管を希望するブロッ

ク内の大方の市町村の理解が得られなければ、

事務等の移譲計画が認定されないとされており

ます。また、③のとおり、既に法律案に規定し

ておりました事務等移譲計画、あるいは毎年度

の実施計画等の策定に当たっては、市町村への

意見聴取に加えまして、特定広域連合と各県の

市町村４団体との協議の場の設置、あるいは特

定広域連合の運営について審議する特定広域連

合委員会への市町村代表の参加が盛り込まれた
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ところでございます。また、市町村の意見が十

分に反映されない場合などを想定しまして、市

町村に協議の場の開催の発議権を認め、特定広

域連合側は、原則としてその発議に応じなけれ

ばならないとされております。

３点目は、現在、移譲対象となっております

経済産業局、地方整備局、地方環境事務所の３

機関以外の移譲推進等に向けて、法律の施行後

１年を経過した場合において、法律の規定につ

いて検討を加える旨の規定が追加されておりま

す。

続きまして、閣議決定の２点目、３の個別の

事務・権限の移譲等の取り扱い、今後のスケ

ジュール等についてであります。この閣議決定

の中では、現時点において、移譲対象とするこ

とで結論が得られております事務等が整理され

ておりますが、その数は全体約3,000条項のうち、

わずか４分の１にとどまっております。このた

め、移譲の可否の結論が得られていない事務等

については、原則、移譲の対象とする方向で引

き続き検討を行い、半年後をめどに、できる限

り早期に結論を得て閣議決定するとされたとこ

ろであります。また、法令に規定のない事務等

のうち移譲対象となる事務に関連するものにつ

いては、特定広域連合が地域における事務とし

てみずから実施する方向で必要な措置を講ずる

とされております。

閣議決定の概要は以上でございますが、衆議

院が解散されたこともありまして、今後の法律

案の取り扱いや改革の動向は不透明となってお

ります。本県としましては、引き続き、その動

向を注視しますとともに、県議会や市町村等の

皆様との十分な情報共有、意見交換を図りなが

ら対応してまいりたいと考えております。

なお、６ページ以降につきましては、その法

律案の概要を添付させていただいています。

それから、資料３として別途お配りしてござ

いますが、地域主権推進大綱の概要でございま

す。先月30日に閣議決定をされたものでござい

ます。これは、平成22年の地域主権戦略大綱の

フォローアップの性格を有するものでございま

す。

出先機関の関係につきましても、２ページを

あけていただきまして、第３､国の出先機関の原

則廃止という項がございます。その中で、右の

ほうの①、「引き続き基礎自治体等の理解を得る

ための取組等も進めつつ、出先機関の事務・権

限のブロック単位での移譲を目指す」、このよう

な書きぶりとなっているところでございます。

本件につきましては、以上でございます。

また委員会資料に戻りまして、13ページをお

願いいたします。仮称でありますが、フードビ

ジネス振興構想の骨子案につきまして、御説明

をいたします。

御案内のとおり、アクションプランの重点施

策の一つにフードビジネス展開プログラムを掲

げておるところでございます。これまで農政水

産部、商工観光労働部及び当部の関係部局でフー

ドビジネスをめぐる現状や課題、今後の施策の

方向性等を整理してきたところでありまして、

本日、その構想の骨子案をお示しするものであ

ります。

１の背景の３つ目にありますように、本県の

豊富な農水産物を核に、地域に根差した力強い

基幹産業として、総合的な「食」関連産業の発

展が可能であることから、産学官や多様な業種

の英知の結集により、フードビジネスを核とし

た持続的な発展モデルを構築し、雇用の創出に

取り組みたいと考えております。

２に現況データを掲げておりますが、農業産
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出額は約3,000億、製造品出荷額に占める食料品

や飲料等の額は約4,000億となっております。ま

た、食品関連の１次から２次、３次産業を合わ

せた生産額は約１兆2,600億円で、全体に占める

比率が約21％と全国値を10ポイントほど上回っ

ている点が特筆されます。

３に現状と課題を整理しております。まず、

①の情報ネットワークの面では、市場や問屋の

先にあるマーケットニーズの把握、それを生産

現場に生かす仕組み、同業・異業種間の横断的

なネットワークや情報共有といった点での課題

が見えてまいりました。次に、②の流通・販売

ネットワークの面では、輸送コストの高どまり

や価格決定力、新たな販路開拓の人材やノウハ

ウ、ネットワーク、海外市場への展開といった

課題があります。

（２）のフードビジネスの基礎を固める課題

としましては、①の生産・加工能力の面でござ

います。素材のよさや供給力を生かした連携等

の促進、事業者の商品開発力、営業力の不足と

いった点が挙げられます。次のページに参りま

して、②の新分野・地域展開の面では、機能性

等を医療・福祉等の分野に生かすことや、観光

との連携等に結びつけていくことでございます｡

次に、（３）の発展を持続させる課題としまし

ては、①の人材育成・確保の面では、プランナー

やコーディネーターといった専門人材、さらに

は人材育成のノウハウの不足、産業人材育成機

関の連携ネットワークといった点であります。

②の研究開発・産業育成の面では、新商品開発

等への支援体制、関連する機械や人・物・金等

の総合的な支援体制であります。

４に、以上の諸課題を克服し、フードビジネ

スを積極的に展開していく上での視点として３

点整理しております。まず、１つ目が、マーケッ

ト・インであります。単なる素材供給ではなく、

生産、加工・製造、流通・販売の各段階で実需

者のニーズを基点に行動すること。２つ目が、

連携・価値連鎖であります。農業と企業の連携

推進や、１次から３次産業までの付加価値を創

出すること。３つ目が、人材・基盤強化であり

ます。専門人材の育成や技術面、経営面での支

援体制の構築であります。

５に、それらの視点を踏まえた展開の方向性

を掲げております。

まず、（１）の攻めの姿勢によるフードビジネ

スの創出としまして、マーケット・インの視点

に立ったブランド力の強化や販路開拓等を図る

新たなＰＲ戦略の構築・実践、実需者等のニー

ズを反映させた生産供給や食品加工体制等の構

築、東アジアの市場開拓に向けた拠点整備や人

的ネットワークの強化等の展開を考えておりま

す。

（２）の連携・価値連鎖によるフードビジネ

スの展開としましては、フードビジネスを展開

していく上での基礎となります農業者や商工業

者、実需者等に関する基本情報の集約と、それ

を活用したマッチングの強化、他産業との連携

や参入の促進、外部から人を呼び込む「食」を

核とした産業や地域への展開であります。

次に、（３）のフードビジネスの発展を支える

基盤の充実としましては、大学等と連携した人

材育成や人的ネットワークの強化、新商品開発

や研究開発支援、それらを支える産学官金の連

携強化であります。

御案内のとおり、フードビジネスは、成長産

業の一つとして来年度当初予算の特別重点施策

に位置づけられております。本日御説明しまし

た骨子案に基づいて、今後、肉づけ作業を行い、

今年度内には新たな構想として取りまとめた上
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で、来年度以降の事業展開にしっかりと生かし

てまいりたいというふうに考えております。

私からの説明は以上であります。

○大西副参事 それでは、次に、「古事記編さ

ん1300年記念」秋のイベントについて、まずは

御報告いたします。

お手元の常任委員会資料の15ページをお願い

いたします。県におきましては、市町村や関係

団体を初め、島根県や奈良県など、古事記ゆか

りの県とも協力・連携いたしまして、ことしの

９月から11月にかけてさまざまなイベントを集

中的に実施いたしまして、「神話のふるさと み

やざき」の魅力を県内外にアピールしてきたと

ころでございます。この資料は、県庁内の各部

局が取り組んだ古事記編さん1300年記念イベン

トを取りまとめたものでございます。来場者の

皆様には、古事記というものを、神話・伝承、

あるいは神楽、食、音楽といったさまざまな要

素と絡めて、新たな視点から宮崎の魅力という

ものを再発見し、味わっていただけたのではな

いかというふうに考えております。

この資料のうちの17ページでございますけれ

ども、⑨宮崎神宮大祭、⑪西都古墳まつりとの

タイアップイベント、⑫古事記ゆかりのご当地

グルメまつり、これらの３つにつきましては、

３週連続開催の核となるイベントというふうに

位置づけていたものでございますけれども、宮

崎神宮大祭と西都古墳まつりには例年以上の人

出がございました。また、グルメまつりにつき

ましても、２日目はあいにく雨に見舞われたわ

けですけれども、最終日の日曜日は天候にも恵

まれまして、大いににぎわったところでござい

ます。

総合政策課におきましては、これらの核とな

るイベントですとか、同じページの⑩の記紀み

らい塾の企画・立案等に当たりますとともに、

庁内関係部局や市町村等との連携調整を図りな

がら、秋の一連のイベント全体の一体的なＰＲ

ということを目的といたしまして、資料の18ペー

ジの⑮にあります「ディスカバーみやざき 古

事記をゆく浪漫紀行」キャンペーンに取り組ん

できたところでございます。

なお、このほか、資料には記載はございませ

んけれども、教育委員会関係で、県外でのＰＲ

の一環といたしまして、県立高千穂高校の２年

生が修学旅行で上京いたしまして、本日、ＪＲ

有楽町の駅前イベント広場で高千穂神楽の公演

を披露するということになっております。

説明は以上でございますけれども、宮崎をよ

りよく知るということで、郷土に対する誇りで

すとか愛着を育み、そのことが対外的な発信力

の強化ですとか、観光資源の磨き上げにもつな

がっていくのではないかというふうに考えてお

ります。今回の一連のイベントが宮崎を知るこ

との一つのきっかけとなって、多くの人に本県

の貴重な歴史的・文化的資源を見直し、身近に

感じ取っていただけたのではないかというふう

に思います。

「古事記編さん1300年記念」秋のイベントに

つきましては、以上でございます。

続きまして、委員会資料の19ページをお願い

いたします。記紀編さん1300年記念事業基本構

想（案）についてでございます。

この基本構想につきましては、日本書紀編さ

ん1300年の平成32年を視野に入れた長期的な視

点から、記紀編さん1300年記念事業の展開の方

向性を取りまとめるものでございまして、県や

市町村、企業あるいは民間団体等の共有の指針

として、それぞれの役割において主体的に記念

事業に取り組んでいただく際に活用していただ
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こうというものでございます。そのような趣旨

から、官民一体となって設置しております推進

母体「推進協議会」において策定することとい

たしております。

２の策定過程についてでありますが、検討の

経緯を下の表にまとめておりますとおり、推進

協議会に設置しております副知事を委員長とす

る企画運営委員会におきまして検討を行います

とともに、学術、観光、文化等、各分野の有識

者の方々との意見交換ですとか、市町村の意見

を踏まえながら策定作業を行っているところで

ございます。今後、さらに内容を詰めて整理い

たしまして、来年の２月を目途に推進協議会の

総会にお諮りしたいというふうに考えておりま

す。

次のページをお願いします。３の基本構想

（案）の骨子についてであります。ねらい、コ

ンセプト、推進体制につきましては、上のほう

に記載のとおりでございまして、これまでに御

説明してきたところでございます｡

事業期間につきましては、申し上げたとおり、

日本書紀編さん1300年の平成32年までの９年間

で、事業の進捗状況や情勢の変化に対応しなが

ら、段階的に展開してまいりたいというふうに

考えております。

左側の現状・課題の囲みにありますとおり、

本県は、神話・伝承の宝庫でありながら、県民

自身がそのことをよく知らない、したがって有

効に活用されていないというふうな認識、そう

いったことを踏まえまして、中ほどにございま

す４つの視点からの施策展開を掲げまして、本

県の歴史的・文化的資源の掘り起こしや、県民

の理解促進といった基盤づくりを進めながら、

観光誘客や多様な分野への広がりを持たせるよ

うな形での展開を図ってまいりたいというふう

に考えております。

個別具体的には、中ほどにあります①の掘り

起こし、再認識、保存・整備。これは文化資源

の掘り起こし、情報発信、保存・活用、環境整

備といったことを取り組みの方向性としまして、

視点①「取組例」というふうに書いております

けれども、文化財調査や新たな指定・登録の推

進、あるいは西都原古墳群の基礎調査、こういっ

たものを想定しているところでございます。

さらに、②の県民の知る機会、触れる機会の

創出につきましては、県民の認知度を上げる、

記紀への理解を深める、こういったことを目標

にしまして、例えば、小学校における子供向け

出前授業ですとか、記紀というものに関心の高

いシニア層をターゲットとした講座、シンポジ

ウムを開催するといったことでございます｡

そして、③の観光誘客につきましては、記紀

という地域資源を生かした観光地づくりですと

か、魅力や情報発信の強化、あるいは戦略的な

誘致宣伝活動ということを基本的な方向性とし

まして、具体的には、市町村等への取り組み支

援、日向神話旅の推進、そして記紀ゆかりの県

等と連携した情報発信、こういったことに取り

組もうというものでございます｡

④の多様な分野での活用促進につきましては、

企業、民間団体あるいは地域活動団体等が記紀

という素材を生かして自発的に取り組む機運の

醸成ですとか、多様な主体による活動を促進す

るため、例えば、古事記フードの開発や古事記

をテーマとする芸術・文化の創作といった古事

記や神話を幅広く活用していただくための研修

会ですとか取り組み支援、こういったものを想

定しております。

以上、４つの視点を柱に、具体的な事業を積

み重ねてまいりますとともに、世界遺産も視野
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に入れた西都原古墳群の調査研究ですとか、そ

の機運醸成、あるいは集大成としての国民文化

祭の本県開催といったような、広い視野からの

対外的なアピールというものも大変重要である

と考えておりますので、ページ下のほうの施策

展開に当たっての基本姿勢にありますように、

県や市町村、民間、そして記紀ゆかりの県等と

の相互連携を図りながら、しっかり取り組んで

まいりたいというふうに考えております。

説明は以上であります。

○日下総合交通課長 総合交通課でございます｡

委員会資料の21ページをお開きいただければと

思います。私のほうからは、「宮崎県交通・物流

ネットワーク戦略」の素案について御説明申し

上げます。

本戦略につきましては、１の策定の趣旨にご

ざいますとおり、本県のバス、鉄道などの公共

交通機関や道路、港湾を初めとするインフラな

どの交通・物流網につきまして、県総合計画の

長期ビジョンやアクションプランを踏まえ、将

来的なあり方等を示すものとして策定するもの

であります。

戦略の策定に当たりましては、３にあります

とおり、関係課長級で構成する戦略策定会議や

交通・物流に係る民間関係機関・団体で構成す

る外部識者会議等を設置し、４の策定の経過に

ありますとおり、策定作業を進めてきたところ

でございます。

それでは、素案の内容につきまして御説明申

し上げます。お手元には別添資料１で素案の本

編を配付させていただいておりますが、説明に

つきましては、委員会資料に基づいてさせてい

ただきたいというふうに思います。

委員会資料の22ページをお開きいただければ

と思います。まず、交通編につきまして御説明

いたします。

まず、バス、鉄道、海上交通、航空の各交通

機関及び交通機関相互の結節の現状と課題を整

理しております。いずれも旅客の減少、燃油価

格の高騰などの現状におきまして、その維持・

充実や県民意識の向上、利用促進等が課題となっ

ているところでございます。このような現状と

課題のもと、目指す目標につきましては、県の

総合計画に掲げる「未来を築く新しい『ゆたか

さ』への挑戦」を踏まえ、「くらしやすく活力あ

ふれる社会のための交通・物流ネットワークの

形成」と設定をしております。

そして、目標実現に向けた戦略の基本方針と

して３つ、①県民生活や地域を支える交通網の

構築、②国内外との交流を活発化させる交通網

の構築、③誰もが利用しやすく、人にやさしい

交通網の構築を掲げております。ここまでは４

月に御報告申し上げたところでございます。

続きまして、資料の中段から下が戦略の内容

となっております。なお、お配り申し上げてお

ります別添資料１の素案の本編29、30ページに

全体の体系表が掲載されておりますので、一緒

に御参照いただければというふうに思います。

各基本方針に基づく戦略を、それぞれ①地域公

共交通活性化戦略、②広域・国際交通活性化戦

略、③安全安心交通戦略とし、それらの下に合

わせて８つの戦略、さらに具体的な取り組みの

方向性を位置づけております。

まず、①の地域公共交通活性化戦略でござい

ます。戦略１では、今、注目されておりますモ

ビリティ・マネジメントの実施など、地域と一

体となった利用促進運動の展開により、地域公

共交通に対する県民の理解の浸透を図ってまい

ります。戦略２では、地域の生活道路網の整備

や地域鉄道駅の活性化などの取り組みにより、
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暮らしを守る地域公共交通網の維持・確保を

図ってまいります。さらに戦略３では、２次交

通の充実など新たな地域公共交通システムの構

築により、地域の魅力を高める公共交通網の構

築を図ってまいります。この矢印のように、戦

略１から３へステップアップするようなイメー

ジになっています。

続いて、②の広域・国際交通活性化戦略でご

ざいます。まず、戦略４では、本県の玄関口と

なる空港を核とした地域活性化などの取り組み

により、県の魅力を高める交通ターミナルの活

性化を図ります。戦略５では、高速道路網の整

備やカーフェリー航路の維持・充実、格安航空

会社（ＬＣＣ）の誘致などの取り組みにより、

人の交流を活発化させる広域交通網の構築を

図ってまいります。さらに戦略６では、現行国

際航空路線の維持・充実を図るとともに、新規

国際航空路線の開設に向け、チャーター便の誘

致などに取り組み、アジアとの交流を活発化さ

せる国際交通網の構築を図ってまいります。

最後に、③の安全安心交通戦略でございます｡

まず、戦略７では、災害に強い安全な交通の確

保、ユニバーサルデザイン化の推進などに取り

組み、安全に安心して移動できる交通網の構築

を図ってまいります。さらに戦略８では、交通

モード間・事業者間の連携・協働や、乗りかえ

抵抗を少なくするシームレス化の推進など、利

便性向上のための環境整備によりまして、交通

機能の連携を強化した交通網の構築を図ってま

いります。

続いて、次の23ページをごらんいただければ

と思います。引き続いて、物流編について御説

明申し上げます。

まず、航空貨物、海上貨物、鉄道貨物、トラッ

ク貨物などの現状と課題を整備しております。

現状といたしましては、海上貨物やトラック貨

物における下り荷の不足等がございまして、共

通する課題としてインフラの整備、輸送能力の

向上や利便性の向上、物流コストの低減などが

挙げられております。

目指す目標につきましては、交通編と同様で

ございますが、基本方針は２つ―①県内産業

発展を支える物流網の構築と②物流効率化の推

進を掲げております。物流編につきましても、

ここまでは４月に御報告申し上げたところでご

ざいます。

続いて、資料の中段から下が、戦略の内容に

なります。なお、こちらも、お配りしておりま

す別添資料１、素案の本編49、50ページに全体

の体系表が掲載されておりますので、一緒に御

参照をいただければというふうに考えておりま

す。

各基本方針に基づく戦略として、それぞれ①

物流網構築戦略、②物流効率化戦略を掲げ、さ

らに、共通の戦略として官民協働の物流推進体

制の構築を位置づけたところでございます。各

戦略の下に合わせて４つの戦略、さらに具体的

な取り組みの方向性を位置づけております。

まず、①の物流網構築戦略でございます。戦

略１では、道路網の整備促進、重要港湾の整備

促進、災害に強い物流網の構築により、効率的

な物流網を支えるインフラ等の整備を図ってま

いります。戦略２では、貨物の集荷による内外

定期航路の誘致及び維持、充実などの取り組み

や速達性のある航空輸送網の維持、充実により

まして、さまざまなニーズに対応できる輸送手

段の充実を図ってまいります。

続いて、②の物流効率化戦略でございます。

まず戦略３では、集約化のための先進的な取り

組みの推進、ロット拡大の推進、シー＆レール
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の検討、推進などモーダルシフトの推進により

まして、貨物を集約化することによる物流効率

化の推進を図ってまいります。戦略４では、県

外荷主への働きかけなどによる大都市圏からの

直送化の促進やコンテナ確保の推進によりまし

て、下り荷の確保による物流効率化の推進を図っ

てまいります。

そして、この２つの戦略が互いに好循環とな

るための共通の戦略といたしまして、民間の知

恵、人材、資金などをより活用して、県内物流

の競争力の強化や県内経済の活性化に寄与する

ことを目指しまして、官民協働の物流推進体制

の構築を図ってまいります。

最後に、委員会資料21ページにお戻りいただ

ければと思います。６、今後のスケジュールで

ございますが、今月中旬から来月中旬までの約

１カ月間でパブリックコメントを実施いたしま

して、その上で最終的な案を取りまとめ、来年

３月の常任委員会に報告をさせていただきたい

というふうに考えております。

説明は以上でございます。

○松岡生活・協働・男女参画課長 委員会資料

の24ページをごらんください。「みやざき社会貢

献活動促進基本方針」素案の概要についてであ

ります。

９月の常任委員会におきまして、みやざきボ

ランティア活動促進基本方針を改定し、新たな

基本方針を策定することについて御報告したと

ころですが、このたび、素案を作成いたしまし

た。素案の概要につきましては、お手元に資料

２として素案の冊子がございます。これをごら

んいただきたいと思います。

まず、表紙をごらんいただきたいんですが、

名称を「みやざき社会貢献活動促進基本方針」、

サブタイトルを「わたしが主役 みんなで協働

元気な宮崎づくり」としております。当基本方

針につきましては、９月の常任委員会の後、外

部有識者からの意見聴取や庁内各課への意見照

会を行いながら素案を固めてまいりました。

１枚めくっていただきまして、目次をごらん

ください。素案は３章で構成されており、まず、

第１章で策定に当たっての趣旨や背景、目的な

ど基本的な考え方を、第２章でボランティアや

ＮＰＯ活動、また協働を取り巻く現状と課題に

ついて整理した上で、次の第３章で施策の展開

方向を示す構成となっております。

次に、もう１枚お開きいただきまして、１ペー

ジ、第１章の１、基本方針策定の趣旨の欄をご

らんください。４行目から見ていただきたいん

ですが、ここに書いておりますように、地域の

人間関係の希薄化が言われる中、将来にわたっ

て安心して暮らせる元気な宮崎県にしていくた

めには、地域の中に「絆」を再構築し、県民一

人一人が地域の課題に当事者として向き合うこ

とが必要であること。また、ボランティアやＮ

ＰＯ、社会貢献活動を行う企業、行政など多様

な主体がアイデアやノウハウを持ち寄って協働

することで、より効果的な課題解決が可能とな

り、本県の一層の活性化につながると考えられ

ること。このような観点から、多様な主体によ

る社会貢献活動と協働の促進を図るに当たって、

中長期的な施策の方向性を示すため、県総合計

画の部門別計画等として基本方針を策定するも

のとしたところであります。

次に、飛びまして22ページをごらんください。

この素案のメーンとなります第３章、施策の展

開方向の内容を体系的に整理したものでありま

す。施策の展開方向は、この図表にありますよ

うに、大きく２つのステージに分かれておりま

して、まず、ステージ１として、多様な社会貢
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献活動の促進を図り、個別の主体の活動が促進

されたところで、ステージ２としまして、多様

な主体による協働の促進・定着を図り、この２

つのステージを経て「わたしが主役 みんなで

協働 元気な宮崎づくり」を実現していこうと

いう流れになっております。

内容を紹介いたします。まず、ステージ１の

ステップ１ですが、社会貢献活動は誰かの役に

立ちたいという個人の気持ちから始まりますの

で、初めの一歩として、県民のボランティア活

動への参加促進を図ります。東日本大震災や新

燃岳噴火災害等の影響で、県民にもボランティ

ア活動への関心が高まっておりますので、活動

に参加するきっかけづくりや、参加を促進する

ための環境づくりを行うとともに、ボランティ

ア活動促進の拠点となるボランティアセンター

機能の充実強化に取り組みます。

そして、このステップ１の個人的な活動がス

テップ２－１、仲間とともにステップアップと

いうことで組織的なＮＰＯ活動の促進につな

がってまいります。ここでは、ＮＰＯ活動が地

域で認知され社会的信頼を得られるよう、ＮＰ

Ｏ活動に対する理解促進を図るとともに、組織

として自立できるよう、さまざまなＮＰＯ活動

促進のための支援を行います。

また、ステップ２－２として、ＮＰＯととも

に協働を担います公益法人、社会福祉法人、企

業等による社会貢献活動の促進を図るため、情

報発信や相談対応に取り組みます。

以上、ステージ１で多様な社会貢献活動の促

進を図った上で、次のステージ２では、ＮＰＯ

等や企業、行政といった多様な主体による協働

の促進・定着を図ることとしております。

協働を進めるには、まず、行政、民間の双方

が協働の意義や効果について正しく理解するこ

とが前提となりますので、ステップ１として、

行政、県民等の協働に対する意識の改革に取り

組みます。

次に、ステップ２として、多様な主体間の協

働の促進・定着を図るため、相互理解の促進や

みやざき県民協働支援センター等による多様な

主体をつなぐコーディネート、県事業の活用等

による協働実践力の向上に取り組みます。

以上、簡単ですが、説明しました２つのステー

ジを経まして、「わたしが主役 みんなで協働

元気な宮崎づくり」を実現したいと考えており

ます。

なお、具体的な施策の推進につきましては、

宮崎県社会福祉協議会が設置しております県ボ

ランティアセンターや関係機関、市町村等と連

携しながら進めることとしております。

最後に、今後のスケジュールですが、委員会

資料の24ページにお戻りいただいて、４をごら

んください。この後、１月にかけてパブリック

コメントを行いまして、その結果を参考に最終

案を作成し、２月議会に特別議案として提出す

ることとしております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○長倉情報政策課長 委員会資料の25ページを

お開きください。「宮崎県行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する条例」、通称を行政

手続オンライン化条例と申しますが、その一部

改正について説明いたします。

この改正は、表題下の括弧にありますように、

議案第17号「みつばち転飼取締条例の一部を改

正する条例」等に伴い改正するものであります

ので、環境農林水産常任委員会に議案が付託さ

れております。この委員会では、当課に関連す

る部分のみを報告させていただきたいと思いま
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す。

１の改正概要の前に、まず、行政手続オンラ

イン化条例の概要を説明いたします。資料の下

の「参考」と書いてあるところをごらんくださ

い。（１）の目的でありますが、県の機関への申

請等の手続を情報通信の技術を利用する方法、

いわゆる電子申請等で行えるようにすることに

より、県民の利便性の向上や行政運営の簡素効

率化に資するものであります。条例の主な規定

内容としましては、（２）にありますように、書

面で行う行政手続は電子申請等でも行えること

とし、また、許可証の交付など、電子による手

続がなじまないものについては、適用を除外す

ることとしております。なお、この除外事務は、

別表で定めており、今回の改正はその別表の改

正をするものであります。

それでは、改正の説明をいたします。

資料の１、改正の概要をごらんください。た

だいま申し上げましたように、みつばち転飼取

締条例と、（１）から（３）の３つの条例の改正

に伴い、これらを引用するオンライン化条例の

別表を改正するものでありますが、いずれも、

これら３つの条例のもととなる法律の改正に伴

う名称変更や条の移動などで、オンライン化条

例の規定の内容に実質的な変更はございません。

まず、（１）のみつばち転飼取締条例関係につ

いては、養ほう振興法の改正に伴い条例名が変

更されたことにより、同条例を引用しているオ

ンライン化条例の別表中の条例名も変更するも

のであります。

次に、（２）の県税条例関係ですが、軽油引取

税の特別徴収義務者の証票交付手続の規定が、

地方税法の改正に伴い、第79条第４項から第57

条第４項に移動したことにより、この規定を引

用しているオンライン化条例も変更が必要と

なったものであります。

次に、（３）の宮崎県立自然公園条例関係も、

自然公園法の改正に伴い、同条例の立入認定証

交付等の規定が移動したことによる改正であり

ます。

なお、この宮崎県税条例と宮崎県立自然公園

条例に係るオンライン化条例の改正については、

適時の改正がなされておりませんでした。今後

は、それぞれの条例所管課との連携を密にして、

適切な管理を行ってまいりたいと存じておりま

す。

情報政策課からの説明は以上であります。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

その他の報告事項について質疑はありませんか。

○鳥飼委員 １個か２個かお尋ねします。

まず最初に、１次、２次の義務づけ・枠づけ

の見直しの関係ですけれども、この３類型―

従うべき基準、標準、参酌すべき基準というの

があるんですけれども、基本的には従うべき基

準が多いというふうに理解すればいいんでしょ

うか。

○金子総合政策課長 地方側としては、参酌す

べき基準のほうをふやしてくれというふうに要

望しているんですけれども、現状からいいます

と、従うべき基準とか標準のほうがウエートが

ちょっと大きくなっておるところでございます。

○鳥飼委員 従うべき基準となると、異なる内

容はできませんということなんですが、標準で

したら、地域の実情に応じてということになっ

ているんですね。ですから、次のページに独自

基準の該当ということでいろいろ書いてありま

すけれども、これは参酌すべき基準の分という

ことになるんですか。標準の分ということにな

るんでしょうか。参酌すべき基準に該当してい

る、標準に該当しているとかいう区分分けは可



-17-

能なんでしょうか。

○金子総合政策課長 従うべき基準であったり、

標準であったり、参酌基準であったりというふ

うに、それぞれ項目によりましてまたがってい

るところでございます。一つ一つ見ますと細か

くなってくるんですけれども、どちらかに偏っ

ているとか、そういったような状況はこの状況

ではございません。

○鳥飼委員 ちょっとわからないんですけれど

も、例えば、救護施設、更生施設云々というの

がありますけれども。これは独自基準に該当し

ますということで黒丸がついていますが、これ

は参酌すべき基準に該当するんですということ

なのか、それとも、標準もまざっていますとい

うことなんでしょうか。どういうふうな理解を

すればいいんでしょうか。

○金子総合政策課長 例えば救護施設に関しま

しては、職員の人数とか居室の床面積あたりは

従うべき基準になっています。利用定員につい

ては標準になっています。そして、その他の設

備の運営基準については参酌基準というような

形で、１つの項目におきましてもそれぞれ３種

類入っている、混在しているというふうな状況

でございまして、例えば、第８号の老人ホーム

ですとか、介護保険法の第９号、これについて

も、やはり同じように混在というふうな形態を

とっているところでございます。

○鳥飼委員 わかりました。まざっているとい

いますか、その中に独自基準が入っていますと

いうことで理解いたします。

３ページに、本県独自の基準案の例というこ

とで３つありますけれども、これは参酌すべき

基準ということなんでしょうか。標準の中での

独自基準ということなんでしょうか。

○金子総合政策課長 まず、居室定員ですが、

これにつきましては標準の中に分類されている

ところでございます。その下の整備基準につき

ましては、参酌基準のほうに入ってございます。

その下の同居親族要件、これは法律自体が廃止

されました。これはまさに独自色といいましょ

うか、本県の判断で独自に存続させるというふ

うなものでございます｡

○鳥飼委員 わかりました。なかなか理解しに

くいところがあるものですから、今度、もし、

そういう機会があれば、これは参酌ですとかい

うのがあれば非常にわかりやすいんではないか

と思いましたのでお尋ねしました。

それから、続けて、記紀編さん1300年記念事

業で―これは後で総合交通課にもお聞きしよ

うかと思っているんですが―委員会資料の19

ページですが、有識者との意見交換会というの

が３回あります。この中で特徴的な意見といい

ますか、そういうものがあれば御紹介をお願い

したいと思います。

○大西副参事 この有識者意見交換会は、３回

やっているわけですけれども、それぞれ分野も

違いますので、本当にさまざまな御意見をいた

だいたわけでございます。例えば、１回目の学

術関係の中では、神社関係者の方にもおいでい

ただいたわけですけれども、特にこの中では、

幼少期からの神話、古事記に対する親しみを増

すためにどんなことが考えられるだろうかとい

うような御意見の中で、家庭での読み聞かせで

すとか、そういった地道な取り組みというのが

必要ではないかと。あるいは学校教育でのいろ

んな取り組みといったものにも期待をしたいと

いうようなことでございました。といいますの

が、昨年度、平成23年度から、小学校２年生の

国語の教科書には神話が登場いたしております。

そういった背景もございましてそういう御発言
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があったやに記憶しております。

２回目は観光・運輸・流通関係の方々でござ

いましたけれども、ここでは、特に観光分野と

いうことで、即効性というようなところのキー

ワードで、やはり誘客というところに大きく力

点を置いてほしいというような御意見がござい

ました。具体的には、大都市圏での誘致活動、

宣伝活動、こういったものに取り組んでほしい

と。ただ、一方では、まずは県民自身が知るこ

とがとても大事ではないかと。知らなければ業

界としてもいろんなアイデアが出せないと。業

界としても、まずは知って、学んでいく、そう

いったことをしっかりベースとして持っていか

なくちゃいけない。一見ちょっと矛盾しますけ

れども、即効性の傍らでは、また同時に基礎固

めみたいなところが必要だというような御意見

もございました。るるそういったところでござ

いました。

○鳥飼委員 ありがとうございました。市町村

には照会と書いてあるんですけれども、市町村

の方に来てもらって意見交換会とかをやる計画

というのはあるんでしょうか。

○大西副参事 会議の効率の関係もございまし

て、市町村のほうには、市長会の代表としての

宮崎市、町村会の代表としての高原町、この１

市１町につきましては代表ということで、毎回、

こういった会議には参画をいただいております。

その上で、その他のところにつきましては、文

書照会等ということで、逐次、情報提供をさせ

ていただいているということでございます｡

○鳥飼委員 要望なんですけれども、やはり市

町村の協力をもらわないと、県だけでとなりま

すので、もうちょっと来てもらって、はまり込

んでもらうような取り組みが必要かと思います

ので、御検討をお願いしたいと思います。

続きまして、交通・物流のほうなんですけれ

ども、民間有識者との会議―同じような質問

なんですが、民間有識者というのはどんなとこ

ろが入っておられますか。

○日下総合交通課長 民間識者といたしまして

は、各業界を代表する方といたしまして、タク

シー協会、トラック協会、工業会、そういった

方々であるとか、それからＪＲ、スカイネット

アジア航空であるとか、そういった各事業者の

方々、そういった方をメンバーという形にして

いるところでございます。

○鳥飼委員 先ほどと同じような質問なんです

けれども、その中で特徴的な意見、特徴的で結

構ですので、簡単に御説明をお願いします。

○日下総合交通課長 外部識者の方々からの会

議における意見といたしましては、まず、災害

時に関する記述、こういったものが足りないん

ではないかという御指摘もありまして、災害に

関する記述というのをこの素案では厚くしてい

るというところがございます。

また、タクシーに関しまして、特に地方部、

中山間地域におけるタクシーの役割の重要性、

こういった御指摘もございました。そういった

ものも意見といたしまして反映しているところ

でございます。そういった意見というのが聞か

れたという状況でございます。

○鳥飼委員 ありがとうございました。

そこで、同じように、市町村との意見交換と

か、そういう場はあるんでしょうか。

○日下総合交通課長 外部識者会議におきまし

ては、市町村会の代表といたしまして、宮崎市

にも入っていただいておりますし、また、今回、

この素案を取りまとめるに当たりましては、全

市町村に照会をさせていただきまして、その意

見を伺ったところでございます。
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○鳥飼委員 わかりました。県が本格的に取り

組んできたなということで、まず評価をしたい

というのを先に言わないといけなかったですけ

れども、後になりましたけれども、それは大い

に評価をしたいと思います。可能であれば、先

ほど申し上げたような、市町村の力を取り込ん

でいくという仕組みを検討していただければと

いうふうに思います。

もう一つ、ＮＰＯの関係なんですけれども。

ＮＰＯ活動といってもいろいろたくさんあるわ

けで、この方針をつくるときに、例えば、宮崎

県のＮＰＯはこういうことをやっているとか、

こういうのがありますというような資料をつけ

られる計画はないんだろうかと思ったり―お

聞きしたいのは、行政への活動の報告といいま

すか、１年間にこういう活動をしてこういう経

理でしたというようなのがあると思うんですけ

れども、そこらはどんなふうにしていくんです

か。現状についてお聞きしたいと思います。

○松岡生活・協働・男女参画課長 ＮＰＯ法人

等の活動状況等については、当課のほうでは、

ＮＰＯポータルサイトというネットを持ってお

りまして、ホームページなんですけれども、そ

ちらのほうでいろんな紹介もしております。適

宜、いろんな情報もそこで公開しておりますし、

ＮＰＯ法人について知りたい場合も、そこでわ

かるような仕組みもとっております。

○鳥飼委員 例えば、１年間の活動報告、そう

いうものを出してチェックを受けるとか、そん

なシステムはあるんですか。ちょっと不勉強で

申しわけないんですけれども。

○松岡生活・協働・男女参画課長 事業報告等

については※３年に１回というのもあるんですけ

れども、随時、先ほど紹介しましたＮＰＯポー

タルサイトのほうでも、そのＮＰＯ法人の概要

について紹介しておりますし、また、ＮＰＯ法

人のほうでも、法人をまとめたような冊子もつ

くって紹介もしております。

○鳥飼委員 わかりました。せっかくつくれば、

できるだけ紙で一般の人が見られるような感じ

にしていただけるとありがたいと。こういう団

体があって、こういう活動をしていてというよ

うなことがあると思いますので、御検討をお願

いしたいというのと、ＮＰＯ法人でも、善意で

ない場合も―時々、警察から摘発をされる場

合がありますので、これは県が認証したＮＰＯ

法人ですとなっていて、そういうふうになって

しまったということになる場合は、これはちょっ

と一歩引かないかんなというようなことで見ら

れるのもいけませんので、そういう意味で、しっ

かりしたものが必要なんじゃないかということ

でお尋ねをいたしました。ありがとうございま

した。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○有岡委員 フードビジネスから順次お尋ねし

ていきたいと思います。フードビジネスの中で

販売戦略というのが大きな課題だと思うんです

が、民間の方とお話しするといろんなアイデア

が出てきまして、例えば、業者がサンプルをつ

くられます。そのサンプルをモニタリング的に、

例えば、県が持っていらっしゃる各県人会の組

織とか、そういったところに送って、モニタリ

ングでどうですかというようなアンケートをと

るとか、県がそういうサンプルを提供して意見

を聞くというような仕組みとか、例えばイベン

トの中でフードビジネスの試食会を企画すると

か、そういった後方支援みたいな形での取り組

み等は計画していらっしゃるのか、お尋ねいた

します。

※22ページに訂正発言あり
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○金子総合政策課長 御指摘のとおり、販路開

拓・拡大というのがビジネスとして回っていく

ための一番の鍵を握っておるということでござ

います。現在、農政水産部あるいは商工観光労

働部におきましても、販路開拓のための例えば

商談会でありますとか、あるいは東京の「ＫＯ

ＮＮＥ」みたいな形でのアンテナショップであ

りますとか、さまざまな取引の機会というんで

しょうか、提供ということは努めているところ

でございます。今回、新たな構想としてまとめ

るに当たりましては、まだまだ市場のニーズの

把握が足りていないというところと、それを県

内の各業者さんが共有し合えていないというよ

うなところが、やはり課題として見えてまいっ

たところでございます。その言葉をいわばマー

ケット・インという形で象徴しているところで

ございます。ここらの仕組みづくりをもう少し

していかないと、ただ漫然とやっているようで

は、なかなか他地域との競争とか厳しい面がご

ざいますので、フードビジネスの第一歩として

は、まずはそこから取り組んでいければという

ふうに思っています。

○有岡委員 続きまして、記紀編さん1300年記

念事業で、委員会資料の20ページから質問させ

ていただきます。フェーズ１からフェーズ３と

いうことで24年度から32年度までの計画があり

ますが、32年の中で気になるのが、国民文化祭

の誘致・開催ということで、うちの副委員長が

一般質問をされて、27年ぐらいをめどにという

お話がありましたけれども。私は、国民文化祭

の誘致はフェーズ１、ここの最初の段階に入れ

て決定しておく必要があると。その上で32年の

国民文化祭をどのようにやっていくかを議論す

る手法でなきゃいけないと思っております。例

えば、市町村の国民文化祭に取り組むような仕

掛けをしながら、市町村で盛り上がったものを

国民文化祭の県のイベントに持っていくとか、

そういう仕掛けをしていかなけりゃいけないの

ではないかと思うので、誘致活動は今からスター

トしてもいいんじゃないかというふうに思って

いますが―副委員長がどのような御意見かま

たお尋ねしますが―いかがでしょうか。

○日髙文化文教・国際課長 国民文化祭の誘致

についてでございますが、記紀編さん1300年記

念事業の集大成の平成32年ということで考えて

おりますが、11月に私も文化庁に参りまして、

平成32年までの国民文化祭の各県の状況なんか

を情報収集してきたところでございます。現在、

平成27年度の鹿児島までが決まっておりまして、

平成28年度以降が今のところ決まっていないと

いう中で、平成32年度の開催を宮崎県以外に打

診しているところはないという返事はいただい

ているところでございます。文化庁のほうでは、

国民文化祭を内定するに当たりまして、大体５

年前に決めていくということでございますので、

平成32年でございましたら、順当にいけば平成27

年度に内定するということになろうかと思いま

す。県では、今のところ、平成32年の記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成のイベントの一つと

して誘致を検討するということでございまして、

情報収集等はしております。市町村に対しまし

ても、ことし５月には、市町村の文化振興・文

化財担当課長会議でも御説明しておりますし、

文化団体にも説明はしてきております。その中

で、９月には、県の芸術文化協会のほうから、

県の文化団体を代表して平成32年の誘致の要望

が上がってきたところでございます。

ほかの県を見てみますと、５年前に内定した

段階で実行委員会を立ち上げておりまして、そ

の中で５年後の国民文化祭に向けまして、市町
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村あるいは県、文化団体が、どういった形で国

民文化祭を盛り上げていくのか、どういったス

ケジュールで実際にやっていくのかというのを

つくってきておられるようでございます。その

中で、例えば国民文化祭の前のプレイベントで

ございますとか市町村のイベントをどう盛り上

げていくかということが決まった後ぐらいから、

実際には現実化してくるというふうに思ってお

ります。

ただ、機運というんでしょうか、誘致に向け

ての機運の盛り上げを進めるためのいろんなお

話し合いとか、そういうのはずっと進めていき

たいと思っておりますので、そういうことで32

年の誘致の検討をこれからも進めてまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

○有岡委員 ありがとうございます。

あと２点ほど、実態を教えていただきたいと

思います。交通関係で、資料１の50ページに「主

な取組」というのがございまして、この中の最

初にスマートインターの整備というのがあるん

ですが、スマートインターの要望が山之口とか

国富、いろいろ出ているようですけれども、現

状で報告いただけるような内容がありましたら

お尋ねしたいと思います。

○日下総合交通課長 スマートインターの整備

に関しましては、今、県土整備部のほうで具体

的な議論、調整等を進めているというふうに理

解をしています。おっしゃるとおり、国富のあ

たりにつくるという話が、案としては※一番有力

なものとして出てきているというふうに理解を

しておりますが、具体的な細かい状況につきま

しては、県土整備部のほうで行っておりますの

で、大変恐縮ですけれども、これ以上のことは

なかなか難しい状況でございます。

○有岡委員 資料２の中の31ページに、施策の

展開方向ということで、「マッチング・コーディ

ネートの実施」という表現があるんですが、こ

の中で、「みやざき県民協働支援センター」が９

月に開設されていますが、何人体制で、そして

また出前で出向いていったり―どういう内容

なのか、お尋ねしたいと思います。

○金子総合政策課長 これは、現在、総合政策

課のほうで所管しているセンターでございます

ので、私のほうから答弁させていただきます。

９月にオープンいたしたところでございまして、

その役割は、マッチング、それから相談対応、

研修会の実施等をやっているところでございま

す。そして、さまざまな貸し出しスペースも用

意してございまして、そこの活用も図っていた

だいているところでございますが、利用実績と

いたしましては、相談件数が、９月はちょっと

少なくて32件だったんですが、10月は123件とい

うような形で伸びてきておるところでございま

す。それから、研修会も１回だけですが、開催

してございます。それから、支援スペースの利

用ですけれども、９月が120名、10月が145名。

それから、お越しになられた方、全体ですが、

９月が176で、10月が150というふうな形でござ

います。

まだまだ認知度とかが足りていないのかなと

いう気はいたしておりますが、何せ、利便性の

高いところにあります。ここは文化本舗さんに

委託しているところでございます。そこが地域

づくりネットワーク協議会あたりとも太いパイ

プも持っておりますので、地域づくり活動の一

つのブランチというんでしょうか、拠点としま

しても今後も活用していただければというふう

に思っておるところでございます。

○松岡生活・協働・男女参画課長 先ほど、鳥

※25ページに訂正発言あり
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飼委員からの御質問で、ＮＰＯ法人の事業報告

書等の答弁に誤りがありましたので、訂正させ

ていただきます。「３年に１度」というような言

い方をしたんですが、収支決算書も含めまして、

事業報告書は毎年度、事業終了後に報告をいた

だいております。

それと、ＮＰＯポータルサイトでそれは公開

しているというようなことを申し上げました。

それに加えまして、紙ベースでも当課のほうに

おきまして、誰でも見られるようにしておりま

す。申しわけありませんでした。

○宮原委員 フードビジネスのところで聞かせ

ていただきたいんですけれども、細かく聞くつ

もりはないんですけれども。来年度の重点施策

となっていますということで、結果的には、い

ろいろ見ていくと、６次産業化ということを考

えると、農政水産部が中心になってきたり、商

工の関係が中心になったりする部分もあるんだ

というふうに思うんですけれども。食品を加工

して売り出すとしたときに、加工するそのあた

りについては価値が上がってきて、結果的には

もうかりますという部分は出てくるのかなと思

うんですけれども。実際、いろいろ今、食品関

連の冷凍工場とかできていますけれども、現場

の原材料のところは前とほとんど変わらないよ

うな状況なんですね。だから、やっぱり一体と

なって全体が上がっていかなければならないと

いうことを考えると、こういった構想をつくっ

て実際やっていこうとしたときに、生産現場の

方を含めて、いろんな方々が中に入って一つの

協議会みたいなのができて、常に情報交換とい

うのが行われるような状況になっていくんで

しょうか。

○金子総合政策課長 まさに委員がおっしゃっ

たようなイメージを私どもも持っておりまして、

価値連鎖という言葉を使ってございますが、１

次、２次、３次と、うまく付加価値を積み重ね

ていって、それぞれがハッピーといいましょう

か、それぞれに利益の還元があるというふうな

形のシステムをつくっていく必要があると思い

ます。そういったためには、やはりつなぎ合わ

せていくことが大事でありまして、そのための

プロジェクトでありますとか、具体の形で―

例えば宮崎牛なら宮崎牛とか、果実なら果実と

いうような形で、あるいは今、話題のキャビア

とか、そういった素材をまず決めた上で、それ

にどう絡んでくるかという方々を結集しまして、

そこでうまくつなぎ合わせていくというものを

つくっていかない限りは、それぞれがそれぞれ

のことをやっていてもなかなか厳しいだろうと

思っておりますので、そういった１次、２次、

３次のつなぎ合わせというところを今回、より

具体的な協議会、プロジェクト、そういった方

式で力をつけていきたいというふうに思ってお

ります。

○宮原委員 今ちょうど宮崎牛と言われたから

なんですけれども、農政水産部のところの話に

なってしまいますが、子牛だけを別の県が―

特に佐賀県とかが、宮崎県のいい牛を全部買っ

ていって、肉にするときには宮崎牛より佐賀牛

のほうが有名になってしまうんですけれども、

子牛を出さなければいいんですね。全部宮崎県

でとってしまえば、佐賀はつぶれるんですよ。

そういう状況ができればいいんですけれども、

宮崎県にその力がないわけですから、少しでも

県内から出ていく数を、制限をかけるわけじゃ

ないんですけれども、金融まで含めて相当本腰

を入れないと。特定のところはもうかるんです

けれども、生産の現場というのは今、ほとんど

後継者がいない状況になってきているので、そ
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のあたりは相当しっかりとした連携を―総合

政策部のほうで中心になってそれをやられるん

だけれども、各部署と一体とならないと―縦

割りでばらばらとよく言われますね。だから、

そこはよろしくお願いをしたいと思います。

あと、古事記1300年で、今、有岡委員からも

ありましたが、国民文化祭の誘致までとなると、

かなり時間が長いですね。８年、９年という時

間がかかってくるというふうに思いますけれど

も、よく一般質問あたりで、長過ぎるので中だ

るみが来るというか、そういうような話も出て

くるんですが、古事記にかかわっていろんな事

業を立ち上げてということなんですけれども、

それぞれの地域に行くと、いろんな伝統があっ

たり、芸能があったり、史跡があったりします

ね。この際ですから、まずその地域のそういっ

た歴史を中学生とか高校生とかが知ることで、

そして県内全体の古事記というのを勉強するほ

うが入りやすいのかなという気がするんですけ

れども。教育委員会になってしまいますけれど

も、遠足なり、研修なり、中学生とか高校生あ

たりに県内のいろんなそういったものを見せる

という方向が―総合政策課と教育委員会とそ

ういった連携というのはきちっととられている

のかと思うんですけれども、どうでしょうか。

○大西副参事 小・中・高校生に対する記紀の

理解促進というようなところで、これは、１つ

に、基本的には教育委員会の所管の中で、例え

ば、現状としても「ふるさと学習」という中で

とり行われておりますし、教育委員会以外でも、

もちろん市町村、それから民間主導での取り組

みというものもございます。例えばＮＰＯ法人

あたりが主体となって古事記ゆかりの地をめぐ

る、あるいは体験学習みたいなことを絡めてお

取り組みいただいているというようなところで、

私どもとしては、そういったものは大変重要な

要素であるというふうに考えておりますので、

委員会資料の20ページにあります、②の県民の

知る機会、触れる機会の創出といったところで

挙げておりますけれども、具体的には、そういっ

た事業、取り組みというものを織り込んでいき

たいというふうに考えております。

○宮原委員 まず、県民がそこに関心を持たな

いと―この前も観光議連で、他県のいろんな

ところに行って、宮崎県がこういうような話を

しても、なかなか周辺に伝わっていない。古事

記に関係のある宮崎と奈良と島根だけが何とな

くそういうことをやっているという状況では、

なかなか厳しいのかなというふうに思いますし、

国民文化祭の誘致を32年にやるとすれば、島根

でやられたように島根博みたいな形を―あそ

こは独自でまたやられていましたけれども、宮

崎博みたいなのがその前年度にあって、次の年

は国民文化祭があるとか、せっかくこれをやる

んだったら途中で大きな山を２つぐらい持って

きたほうがいいのかと。これは私の意見ですけ

れども、９年間は非常に長いから―９年といっ

たら、私が初めて議員に通ってから今までが９

年ぐらいたっているんです。それを考えると非

常に長い歴史があるように思うんです。だから、

大変息の長い話ですので、そういった山という

のを何か持ってこないと―多分、旗もつくり

かえていかないとぼろぼろになるというふうに

思いますので、そのあたりの考えはどうでしょ

うか。

○大西副参事 御指摘のとおりでございまして、

まずは今回お示しいたしておりますのは、中長

期的な視点から、最終的には国民文化祭という

一つピンどめをいたしまして、そこに大きな目

標を置いているわけですけれども、フェーズ１、
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２、３というふうな刻み方をしたときに、それ

ぞれのところでいろんなアクセントをつけてい

く必要があろうかというふうに考えております。

例えば、フェーズ２あたりになりますと、平成27

年から29年、このあたりでは、東九州自動車道

が北九州まで全線開通というような宮崎県に

とっての歴史的な大きな節目もございますし、

そういったことを記念しての県民の力の結集と

いうようなところ、あるいは来し方行く末を見

詰め直すというような何らかの仕掛け、イベン

ト、そういったものも考えていかなくてはいけ

ないのかなというふうに考えております。

○宮原委員 息の長い話ですから、中だるみが

来ないような政策をぜひつくっていただきたい

というふうに思います。

今度は、宮崎県交通・物流ネットワークの中

で、いろんな戦略を練られているんですけれど

も、見たときに非常に立派にできているんです

けれども、実際これを実現できるかなというと

ころが不安ですね。これが都市部であれば現実

にこれを持っていけるんだろうと思うんですけ

れども、ＬＣＣの誘致であったりとか、チャー

ター便の誘致とか、実際、構想として、戦略と

しては非常にいいんですけれども、ＬＣＣなり

チャーター便の現在の状況というのはどうなん

ですか。

○日下総合交通課長 まず、ＬＣＣについてで

ございますけれども、御案内のとおり、ＬＣＣ

につきましては、国内に今、ピーチ、エアアジ

ア、ジェットスターと３社就航しているという

中で、今年度については成田、関空を拠点とし

て、主に福岡、新千歳を初めとする幹線に就航

しているというのが現状でございます。したが

いまして、次の展開として、ＬＣＣがさらに路

線をふやしていく中で、ぜひ、宮崎便というの

を就航していただきたいと期待しているところ

でございまして、実際、ＬＣＣの会社のほうを

訪問して、その状況であるとか、就航に向けて

のお願い、そういったものを既に始めていると

いう状況でございます。したがいまして、今後、

そういった取り組みをこの戦略に基づいてさら

に強化していくことによりまして、ＬＣＣの就

航の実現に向けて努めていきたいというふうに

考えているところでございます。

チャーター便のほうでございますけれども、

今回、主に中国などを初めとしたところとの間

での国際便の就航を目指してということで、

チャーター便という話を記載しているところで

ございます。現行の韓国・台湾定期便がござい

ますけれども、いずれも、まずはチャーター便

というのを手始めとして、その中で宮崎の認知

度を相手方の国で高めて、そういった中で定期

便につなげていったという経緯がございますの

で、次の段階といたしましては、東アジア、中

でも特に中国など、人口も、また経済活力の面

でも今、非常に力を増している、そういったと

ころとの間でのチャーター便というのを、誘致

に向けてこの戦略に基づいて頑張っていきたい

というふうに考えているところでございます。

○宮原委員 それをちゃんと路線まで持ってい

くのはなかなか難しいと思いますけれども、戦

略としては頑張るということですから、努力を

していただきたいと思います。

今度は、航空貨物という分野で、航空貨物の

利用の促進ということになるんですけれども、

今、機材が全部小さくなったということから、

利用の促進を図ろうにも積み込めないというよ

うな話がずっと聞こえていたんですが、今回、

全日空のほうが機材が大きくなって、多分積み

込めるんだろうというふうに思いますけれども、
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航空貨物の現状はどんな状況なんでしょうか。

○日下総合交通課長 航空貨物につきましては、

現状といたしましては、戦略のほうでも整理を

させていただいておりますが、資料１の22ペー

ジのほうでございます。貨物の取り扱い実績で

ございますけれども、御指摘いただいたとおり、

平成14年度をピークに減少しているという状況

でございます。平成23年度におきましては、宮

崎空港発の貨物といたしましては、7,560トンと。

やはり御指摘いただいたとおり、航空便におけ

る機材の小規模化といったことが影響している

のかなと。具体的には、下に機材と貨物の積載

量がございますが、福岡、東京、大阪、名古屋、

沖縄とのそれぞれの便がごらんいただいている

ような積載量で今、飛んでいるという状況になっ

ております。

済みません。先ほどのスマートインターに関

する有岡委員の御質問に対しまして、訂正をさ

せていただきたいと思います。先ほどの答弁の

ほうで、国富が有力という誤解を生むような表

現がございましたけれども、今、スマートイン

ターの構想といたしましては、国富のみならず、

山之口、門川などが挙がっているところでござ

いまして、いずれが有力というような現状では

ないという状況でございます。大変失礼をいた

しました。

○外山委員 古事記1300年の事業について意見

というか、話をしたいんですが、先ほど説明で、

世界遺産を視野に入れながら事業もこれから

やっていきたいと話をされましたね。私も、西

都原を世界遺産にどうしても持っていけないか

という気持ちを前から持っておりまして、ここ

でも話をしたことがあると思うんですけれども、

この前、仁徳天皇陵がある堺市に行きました。

そして、大阪府の担当者も一緒に行って、いろ

いろ話を聞いたんですが、あそこは仁徳天皇陵

だけじゃなくて、あの周辺を全部ひっくるめて

国のほうに上げて、国からユネスコのほうに上

げて、今、暫定登録になっておるんですね。あ

そこを見たときに、私は、西都原というのは、

雰囲気、地域との結びつき、歴史的な背景を考

えたときに、当然、それ以上に可能性があると

思うんです。そういう一つのベースに立って古

事記1300年の事業をやっていくときに、来年の

当初予算あたりで―今、宮崎県は非常に落ち

込んで、景気も悪い。何かロマンというか、夢

を与えるという意味でも、西都原を世界遺産に

申請するための準備費、世界遺産にというよう

な表現を入れた形の予算計上―大きなお金は

要らないと思いますが、今の流れでいけば、国

のほうは一応今、受け付けを閉ざしていますね。

しかし、ずっと閉ざすわけじゃないので、どこ

かであけるでしょう。そうすると記紀1300年の

８年後ぐらいがちょうどいいタイミングになっ

てくると思って。来年度の予算で世界遺産に向

けての準備費というような表現ができないのか、

部長にお尋ねしたいと思います。

○稲用総合政策部長 当初予算につきましては、

今、編成作業の中でいろいろやっていますので、

どういうふうにしていくのかというのは、また

これから考えたいと思います。記紀編さん1300

年事業の中で、宮崎の宝の再認識・掘り起こし

という展開、これは、古事記、日本書紀という

神話の部分だけではなくて、西都原ということ

になりましても、神話ともかかわりますが、い

ろんなつながりの中でということになりますの

で、そういう事業を考えていきたい。今、外山

委員のほうからありましたような形で出てくる

かどうかはわかりませんけれども、我々の認識

として、西都原古墳群の世界遺産の登録への動
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き―これは、ちょっと過去の経緯を言います

と、平成９年ぐらいに一度、西都市のほうが御

相談したケースがありまして、そのときになか

なか厳しい話をされたんですが。さはさりなが

らここで諦めてしまう必要もないので、またい

ろんな事業展開の中でやっていけばいいと思っ

ていますので、我々もそこについては、西都市

ともども―地元の盛り上がりというのはどう

しても必要だと思いますので、その辺を受けな

がら考えていきたいと。

それと、重ねて、ここにも書いてありますけ

れども、文化財調査というようなことで、宮崎

県の場合ですと、やっぱり神楽というのは日本

全体から見ても、あるいは世界から見てもとい

うぐらいで、非常に貴重な資源だと思っていま

すので、そのようなところを含めながら、そう

いうようなものも前面にといいましょうか、あ

る程度頭に出しながらやっていけないかなとい

うふうに考えているところです。

○外山委員 世界遺産にという表現をどこかで

入れるべきだろうと思います。そのタイミング

がいつかというのはあるんですね。今、部長が

おっしゃったように、神楽がそこに一つ入って

くると全然違ったものになります。大きなボ

リュームが出てくる。そして、世界遺産に登録

を申請するためには、相当な裏づけの資料―

歴史的な背景とか、地域との結びつきとか、そ

ういうものが要りますから、相当準備をしてい

く。ですから、そういう形での準備費というか、

調査費というのが―具体的に世界遺産を目指

してというような文言が出てくるといいなとい

うことで、私の思いを言いまして、きょうはこ

れで終わっておきます。

もう一点、社会貢献活動促進基本方針。具体

的なことはいいんですけれども、冒頭で、これ

から高齢化、少子化というのがベースになると

いうことを言った上での施策の展開になります

ね。そうなれば―そうなればというか、基本

的には今後、中長期的に日本の人口はどうなっ

ていくのか。それに合わせて―いろんな指数

も大体、国の１％ぐらいですね。宮崎県の人口

も大体、国の１％ぐらい。ですから、中長期を

どの時点に置くのか。10年、20年ぐらいまでが

中期で、それから30年、50年、100年ぐらいまで

が長期だと思うんですね。だから、県の施策を

進めていく場合、よって立つ基本になる人口の

推移がどういうふうになっていくかということ

を予測して施策をしていかないとおかしなこと

になるんじゃないかと思います。そこで、人口

の推移、いろんなデータの出し方―今の出生

率とか結婚率、何歳でどのぐらいが結婚される

か、そういうデータの出し方―コンピューター

で計算すればぱっと出ますが、国のほうもそう

いうものは一応出しております。例えば、国交

省の数字でいうと、今から90年後、2100年に日

本の人口が3,700万～3,800万。そういうふうな

ものをベースにして宮崎県の施策をどうやって

していくかということがないとちょっとおかし

いことになると思うんですが、人口の推移を推

計しておられますか。

○金子総合政策課長 私のほうから答弁させて

いただきます。県の総合計画、20年の長期ビジョ

ンというのを持っておりまして、2010年につくっ

たんですが、その中では、2030年、20年後の宮

崎の姿ということを展望しているところでござ

います。委員から御紹介がありました国の研究

機関の試算、シミュレーションに基づいてやっ

ておるんですが、何と県人口が100万人を切ると

いう状況で試算がされておるところでございま

す。そういった中で、人口減少によって消費が
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減少したり、あるいは過疎化がさらに進んだり、

そして、宮崎は５年ほど高齢化が進んでおりま

すので、さらに進んだりというような形で、県

自体の活力という部分で非常に先行き厳しいと

いう、そういう認識のもとでつくっておるとこ

ろでございますが、いかにそれに備えて、宮崎

の活力を今から高めていくかという形でさまざ

まな長期戦略とかも掲げているところでござい

ます。やはり前提としては、委員御指摘のとお

り、厳しい先行きということで、要は、行政の

みならず、県民総力戦というんでしょうか、そ

ういうような形で県勢をつけていくというふう

なストーリーで語っているところでございます。

○外山委員 20年先といえばすぐそこなんです

ね。やっぱり30年、50年、ある意味では100年先

も頭の中に置いた上の施策―例えば、街路樹

を１本植えるにしても、50年、100年先に木の種

類で全然違ってくるわけですね。そういうこと

を考えれば、江戸時代の人口が3,200万～3,300

万、そして終戦の1945年が7,500万～7,600万で

しょうか、そういうものですね。だから、ぐっ

とふえるときと、ぐっと減っていくときがある。

だから、今の出生率、それから若い女性の結婚

率というか、そういうのを考えたときに、しば

らくは高齢化が進んで、なかなか人口は減って

いかない、少し横ばいで行きますね。ところが、

ある時点、15年から20年ぐらい過ぎたとき、ぐっ

と減っていく可能性が非常に強いわけですね。

ですから、そこあたりも少し長期的に―いろ

んな学者の推計で高く見る人と低く見る人とあ

りますから、一番低い場合と一番高い場合、そ

こ辺の資料をとって、長期的な100年後がどうい

う形になるのか。今、国交省あたりが出してい

る数字は、90年先は江戸時代と同じような人口

になると。そういうような見方もあるわけです

から、ぜひ、少しスパンを長くとった中での施

策―20年ぐらい先じゃ、すぐ来ますよ。もう

ちょっとその先まで考えた中での施策の展開を

お願いしたいと思います。

以上、私の意見ですけれども、よろしくお願

いをいたします。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○日髙文化文教・国際課長 済みません。先ほ

どの補正予算に係る有岡委員への回答説明に誤

りがありましたので、訂正させていただきます。

私立高等学校授業料減免補助金の増額の対象者

を94人と申し上げましたが、この94人は、私立

高等学校就学支援金のもう一つの補正の特例措

置の対象人数でございまして、授業料減免補助

金の増額分の対象人員は10人となっております。

訂正させていただきます。

○宮原委員 先ほど聞けばよかったんですけれ

ども、済みません。計算できていませんでした

ので。航空貨物のところで、ここに表をいただ

いているんだけれども、これで計算すると―

乗客とか乗客の手荷物、燃料の搭載で積載量が

多少違ってくるということになるんでしょうけ

れども―ここに書いてある数字でいくと、年

間に365日きっちり飛んだとして、４万4,000ト

ンの枠はあるんですね。だけれども、7,600トン

ぐらいしか積んでいないということを考えると、

コストが高いという部分もあるんだろうという

ふうに思うんですけれども。航空会社とすれば、

旅客の料金は、前もって予約を入れると下がる

とかいろいろありますね。貨物というのは、そ

ういったものはないんですか。

○日下総合交通課長 確かに、通常、旅客につ

いては早いと割引とかという話がございますけ

れども、航空貨物については、基本的には事業

者と事業者の間の契約という形だと思いますの
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で、今、把握している中では明確に何日前だと

幾らとか、そういった仕組みがあるという具体

的な話は聞いていないところでございます。確

かに、基本的には航空貨物については、もとも

とコストが高いということでございますので、

どちらかと言えば高い精密機械であるとか、比

較的付加価値の高いものを中心に利用されてい

るのかというふうに思います。

○宮原委員 それはよく理解できるので、例え

ば、空で運ぶよりも割安で運んだほうがいいん

じゃないかとこちらは簡単に思ったんですけれ

ども、そのあたりも別のところでないのかどう

か調べられるなり、そういった知恵を絞ってい

ただけると多少違ってくるかもしれませんので、

要望をしておきたいと思います。よろしくお願

いします。

○日下総合交通課長 その辺の実態を含めて、

航空会社とかともしっかりと話をいたしまして、

状況把握をしていきたいというふうに思います。

ありがとうございます。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんでしょ

うか。

12時になりますが、あと請願の審査が残って

おりますが、延長してやるか、午後に行うか、

いかがいたしましょうか。延長してやってよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、質疑がないようであ

りましたら、請願の審査に移らせていただきま

す。

請願第24号「高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の増額を求める請願」であります

が、執行部からの説明はございませんか。

○日髙文化文教・国際課長 特にございません。

○黒木委員長 それでは、委員から質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、請願の審査を終わり

ます。

最後に、その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって総合政策部を終了いたします。執

行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の説明を求めます。

○四本総務部長 本日、御審議いただきます議

案につきまして、お手元に配付しております総

務政策常任委員会資料により御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。平成24年

度11月補正予算案の概要（議案第１号）につい

てであります。

この議案における予算案は、公共事業費等の

国庫補助決定に伴うもの、その他必要とする経

費について措置するものであります。補正額は、

一般会計で４億992万1,000円の増額であります。

この結果、一般会計の予算の規模は、11月補正

後で5,789億7,277万4,000円となります。この補

正による一般会計の歳入財源といたしましては、

国庫支出金が２億5,481万1,000円、繰入金

が8,360万3,000円、諸収入が4,690万7,000円、

県債が2,460万円であります。

２ページをお開きください。一般会計歳出の

款ごとの内訳でありますが、主なものを申し上

げますと、総務費は、東日本大震災の被災地等
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を支援するために、市町村が取り組む事業を助

成する経費等であります。

次に、農林水産業費は、施設園芸の生産性の

高い産地づくりのため、低コスト耐候性ハウス

の整備に対する助成や、口蹄疫からの復興推進

のため、早期整備が可能な埋却地に対し、再生

活用に必要な実地設計等を行うものです。

次の商工費でございますが、プロ野球キャン

プの継続や新規球団の誘致促進のため、４球団

によるプレ・シーズンゲーム開催への支援など

を行うものです。

また、今回の補正では、緊急雇用創出事業特

例基金を活用した10事業を実施することにより、

雇用の創出や地域経済の活性化などを図ること

としております。

５ページをお願いいたします。総務部におけ

る11月補正の課別集計表でございます。総務部

の補正予算額は、7,234万6,000円の増額をお願

いしております。

補正予算案については、以上であります。

８ページでございますが、特別議案について

御説明いたします。

８ページから10ページでございますが、議案

第４号「宮崎県における事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」についてであり

ます。

これは、知事の権限に属する事務の一部を取

り扱いを希望する市町村に移譲することに伴い、

所要の改正を行うものであります。

次に、11ページでございます。議案第28号「当

せん金付証票の発売について」であります。

これは、平成25年度の全国自治宝くじ及び西

日本宝くじの本県発売金額を定めることについ

て、当せん金付証票法第４条第１項の規定によ

り議会の議決に付するものであります。

特別議案は、以上の２件であります。

最後に、その他報告についてでございます。

12ページでございます。本日御報告いたしま

すのは、公社等改革指針の見直しについて及び

新総合防災情報ネットワーク整備事業の進捗状

況についての２件でございます。

詳細につきましては、それぞれ担当課長から

説明させますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。

私からは以上でございます。

○黒木委員長 次に、議案についての説明を求

めます。

○福田財政課長 それでは、まず、議案第１号

の歳入予算について御説明をいたします。

委員会資料の３ページをお願いいたします。

今回お願いしております補正予算の一般会計歳

入一覧であります。今回補正額の欄をごらんく

ださい。まず、自主財源につきましては、繰入

金が8,360万3,000円、諸収入が4,690万7,000円、

依存財源につきましては、国庫支出金が２

億5,481万1,000円、県債が2,460万円で、いずれ

も増額となっております。この補正による歳入

合計は、４億992万1,000円となっておりまして、

補正後の一般会計の予算規模は、5,789億7,277

万4,000円となっております。

４ページをお願いします。ただいま御説明し

ました歳入の科目別概要であります。

まず、繰入金ですが、各種事業を実施するた

め、国の経済・雇用対策等により積み立てた基

金等を取り崩して、財源とするものであります。

次に、諸収入ですが、これは、宝くじの発行

に係るものでありまして、収益事業収入は、宝

くじ発行による収益金、雑入は、当せん金が換

金されず時効となったものを時効金として収入

するものであります。
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次に、国庫支出金ですが、国の内示等による

公共事業の追加、地方消費者行政の活性化や私

立高等学校修学支援のための基金への積み立て、

強い農業産地づくりのための施設整備への助成

等を行うものであります。

最後に、県債ですが、公共事業の増額に伴い、

借り入れを行うものであります。

歳入予算については以上でございます。

続きまして、委員会資料の11ページをお願い

します。議案第28号「当せん金付証票の発売に

ついて」御説明いたします。議案書のほうでは169

ページになりますが、説明は委員会資料でさせ

ていただきます。

これは、平成25年度に予定しております全国

自治宝くじ等の本県の発売金額を定めるに当た

り、当せん金付証票法の規定に基づき、議会の

議決に付するものであります。これによりまし

て、平成25年度の本県における宝くじの発売額

を平成24年度と同額の106億6,000万円以内とす

るものであります。

私からは以上であります。

○鈴木市町村課長 市町村課でございます。そ

れでは、市町村課の11月補正歳出予算につきま

して御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の17ページをお開き

いただきたいと存じます。市町村課の補正予算

は、7,234万6,000円の増額をお願いしておりま

す。この結果、補正後の予算額は23億7,833万円

となります。

補正内容につきまして御説明いたします。

19ページをごらんいただきたいと存じます。

まず、（事項）自治調整費でございます。これは、

説明欄にありますとおり、みやざきから東日本

へ感謝を届ける市町村支援事業につきまし

て、2,543万9,000円の増額をお願いするもので

ございます。詳細につきましては、後ほど、常

任委員会資料で御説明いたします。

次に、（事項）市町村振興宝くじ事業費でござ

います。4,690万7,000円の増額をお願いしてお

ります。これは、市町村振興宝くじとして発売

されておりますサマージャンボ宝くじとオータ

ムジャンボ宝くじの収益金等を、県が配分を受

けた後、公益財団法人宮崎県市町村振興協会へ

その全額を交付する仕組みとなっているところ

ですが、今年度は、両宝くじの販売数が見込み

を上回り、県への配分額が増加しましたことか

ら、市町村振興協会への交付金の増額をお願い

するものでございます。

次に、委員会資料の７ページをお開きいただ

きたいと存じます。みやざきから東日本へ感謝

を届ける市町村支援事業につきまして、御説明

いたします。

１の目的及び２の事業概要等に記載しており

ますとおり、市町村がそれぞれの特色を生かし

て取り組む東日本大震災支援事業に対しまして、

みやざき感謝プロジェクトの基金を活用して支

援を行うものでございます。

当初は16団体の支援事業を予定しておりまし

たが、今回、県内全市町村から要望がありまし

たことから、３の補正予算額のとおり、2,543

万9,000円の増額補正をお願いするものでござい

ます。

事業の内容としましては、４に記載しており

ますとおり、被災地の小・中・高生等を招待し

まして交流事業を実施する団体が12団体、被災

地で開催されるイベント等に住民を派遣して交

流する団体が９団体、その他、特産品として給

食食材の提供等を行う団体が５団体となってお

ります。

歳出予算の説明は以上でございます。
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常任委員会資料の８ページをごらんいただき

たいと存じます。議案第４号「宮崎県における

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例」でございます。

県では、住民の身近な行政サービスは、でき

る限り住民に身近な市町村で担うことを基本と

しておりまして、市町村への権限移譲を推進し

ているところでございます。

１の改正の理由にありますとおり、今回、知

事の権限に属する事務の一部につきまして、市

町村から、住民の利便性の向上や事務処理の効

率化等の観点から、権限移譲の要望があったた

め、所要の改正を行うものでございます。

２の改正の内容につきましては、地方自治法

第９条の５第１項及び第２項に定められた「あ

らたに生じた土地の確認に関する事務」に係る

届け出の受理及び告示に関する事務を、西都市

と高原町に移譲するものでございます。この事

務は、河川改修などさまざまな事業における公

有水面の埋め立て等によりまして、新たに永続

的な土地が生じた場合に行うもので、これまで

県へ届け出を行い、県において告示をして効力

を発生することとなっておりましたが、届け出

と告示に関する事務を移譲することで、市町村

のみで事務が完結することになります。今回の

改正に伴い、９市７町がこの事務を行うことと

なります。

また、３にありますとおり、施行期日は、平

成25年４月１日としております。

なお、今回の改正条例には、参考の１にござ

いますとおり、ほかにも４法令に基づく事務の

移譲がございまして、それぞれの常任委員会に

分割付託されているところでございます。

また、９ページには、これまでの権限移譲の

推移及び市町村別の権限移譲の状況を記載して

おりますけれども、説明は省略させていただき

ます。

市町村課の説明は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○厚山消防保安課長 常任委員会資料の10ペー

ジをごらんいただきたいと思います。議案第４

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」についてであります。

先ほどの市町村課の説明分の消防保安課所管分

に該当いたします。

まず、１の改正の理由でございますが、火薬

類取締法に基づく知事の権限に属する事務の一

部について、住民の利便性の向上や事務処理の

効率化等の観点から、取り扱いを希望する市町

村に権限を移譲するため、条例の一部改正を行

うものであります。

次に、２の移譲する事務の内容についてであ

ります。煙火の消費、いわゆる花火の打ち上げ

の許可や、打ち上げ場所への立入検査など８事

務であります。

次に、３の移譲市町村の追加につきましては、

現在、都城市など12市町村に権限を移譲してお

りますが、日南市、串間市、高原町、新富町の

２市２町を追加するものであります。

最後に、４の施行期日につきましては、平成25

年４月１日から施行することとしております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○黒木委員長 執行部の説明が終わりました。

まず、議案について質疑はありませんか。

○宮原委員 みやざきから東日本へ感謝を届け

る市町村支援事業ということで、県内のそれぞ

れの市町村が取り組まれるということですけれ

ども、この支援先は―どこに支援をするのか、

ある特定の地域なのか、それぞれの市町村がつ
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ながりのあるところなのか、そのあたりはどう

なっているんでしょうか。

○鈴木市町村課長 各市町村が東北地方に、例

えば延岡市はいわき市と兄弟都市でありました

り、川南町が福島県の矢吹町と兄弟都市であっ

たり、そういう関係があるところがございます。

そういうところにつきましては、そういうとこ

ろに支援をしておりますが、その他、これまで

東北支援につきましては、職員を派遣したりと

か、いろんなつながりがございます。そういう

ところについてやるところもございます。一方、

ユニークな取り組みとしまして、都城市が福島

県の白河市に支援をしているんですけれども、

これは、誘致企業の住友ゴムが同じ市にござい

まして、その関係でそこの支援をやったり、串

間市につきましては、福島町と昔は呼ばれてい

ましたけれども、その関係で福島県の福島市に

支援をすると。今回、高校生にこちらに来てい

ただいて、福島高校といろんな交流をやったり

とか、そういう交流をやっております。トータ

ルしますと26団体ございますけれども、宮城県

の団体が12団体、福島県で７団体、岩手県で４

団体、その他３団体につきましては、３県のそ

れぞれの町と複数的に交流を行うというような

状況になっております。説明は以上でございま

す。

○宮原委員 市町村独自に、つながりのあると

ころをそれぞれ支援されることになっていると

いうことですね。県が特定のつながりのあると

ころに行かせるのかなと思ったものですから。

ありがとうございます。

宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例ということで、新たに生

じた土地や火薬の関係の説明をいただいたんで

すけれども、市町村別の権限移譲事務には多少

ばらつきがあるんですが、同じ地域で隣は権限

移譲事務になっていて隣はなっていないという

ようなことになりますね。そうすると、隣の町

では移譲になっているからそこで済む。隣の市

で移譲になっていないところも出てきますね。

そのあたりについては、地域を考えると、お隣

さんではできるのに、うちではできないという

ことになるわけですが、県としては、お隣がこ

うなっていますからと勧められるようなことは

やっておられるんでしょうか。

○鈴木市町村課長 おっしゃるとおり、同じ事

務でも、権限移譲を受けている団体とそうでな

い団体とがございます。県としましては、メ

ニュー方式という形で希望選択制なんですと。

希望ですから、できればどんどんいろんな形で

権限移譲を受けて、住民の自治ですから、身近

なところで処理できますということをいろいろ

言っているんですが、いろいろな御事情があり

まして、一律強制的にはできないものですから、

一応お願いベースでこの事務を進めています。

ただ、委員のおっしゃるとおり、ほとんどの市

町村が権限移譲を受けられていて、中に１、２

の団体が受けないというようなところは、この

事務自体に非常に支障がありますから、そこあ

たりについては市町村課からその団体に、ぜひ

とも移譲を受けていただきたいというような形

で要請するということはございます。ただ、基

本的には希望選択制ですので、それぞれの事情

に応じてやっていただきたいということをベー

スに置きながら、この事務を進めているという

ことでございます。

○宮原委員 よくわかりました。お任せなのか

なという思いがあったものですから。しっかり

やっていただいて、ある程度バランスがとれな

いと、ちょっとした境界で状況が違うというの
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はやっぱりおかしいなと思いましたので。よろ

しくお願いします。

○有岡委員 先ほどの市町村への権限の移譲と

いうことで、事務が進めば進むほど課題になっ

てくるのが、移譲されてすぐには技術的に対応

できないという心配があるんですね。そういっ

たときの技術的な助言とか相談、対応、この点

はいかがでしょうか。

○鈴木市町村課長 権限移譲する場合、取り扱

いについては、当該市町村に研修をやっている

んですが、現実は職員の数が非常に厳しくなっ

ているというのが一つで、一方では、法律に基

づく権限移譲というのがございます。例えば、

今回、第１次・２次一括法があって、法律で市

町村への権限移譲になってくるということで。

これについては県がやる事務を市町村でどうで

すかということをやっているんですが、市町村

もいろんな例えば改正であったり、人員的な問

題等がありまして、なかなか厳しいということ

はわかっているんですが、権限移譲については、

先ほど申しましたように、市町村がそういう事

務を受けられる場合については、県としても、

研修をやったり、内容についてきちっとした助

言をしたり、そういうことについてはきめ細か

にやっているところですが、なかなか厳しいと

ころも一方ではあるということでございます。

○有岡委員 私が携わった中では、やはり四角

四面で、理解はしているんですれども、決めら

れた範囲でしか判断できないというような状況

もありまして、ぜひ、アドバイスしながら、機

能できるようにしていただきたいと思います。

もう一点、それに関連しまして、24年度の新

規事業で、市町村広域連携体制整備支援事業と

いうことで100万円ほどの予算が組んであるんで

すが、要するに、マンパワーが足りないところ

を、広域で、近隣の町村と連携しながら解決で

きるんではないかというふうに思うんですが、

ここ辺の事業の推進状況はいかがでしょうか。

○鈴木市町村課長 その事業は総合政策課が所

管しておりまして、ちょっと不案内なものです

から。申しわけありません。

○有岡委員 また改めてお聞きしたいと思いま

す。済みません。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○鳥飼委員 先ほど、宮原委員から出ました市

町村課の感謝プロジェクトの事業なんですが、

ちょっと古くて恐縮ですけれども、財源がみや

ざき感謝プロジェクト基金から10分の10、300万

ということで、県単事業だというふうに思いま

す。このみやざき感謝プロジェクト基金の財源

は何でしたか。教えてください。

○大坪危機管理局次長 これについては危機管

理局で総括しているものですから、説明をさせ

ていただきますが、平成23年度に支援基金とい

うのを立ち上げまして、その全体額が６億6,000

万余でございます。主な内訳を申しますと、県

が４億5,000万、市町村が１億、そして県民の皆

様等からの一般の寄附が１億1,000万余というこ

とで、総額６億6,000万余で事業を進めていると

ころでございます。それで、23年度、そして本

年度24年度―今、２カ年目で事業を進めてい

るところでございますが、おおよそ今回の11月

補正で全体の半分を使うというふうな状況でご

ざいまして、残りが11月補正後で３億2,000万円

余というふうになっている状況でございます。

○鳥飼委員 ありがとうございました。県が４

億5,000万、市町村が１億、県民の寄附が1.1億

ということで、これが財源になって10分の10で

事業をやって、後は手挙げ方式ということです

ね。これは１事業300万円までとなっていますけ
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れども、150万でするところもあるだろうと思い

ますし、300万に市町村単独をプラスして400万

とか500万にするところもあるだろうと思います

が、その現状はどんな感じでしょうか。

○鈴木市町村課長 この300万円を上限というこ

とにした経緯を話しますと、市町村にアンケー

トを実施しまして、こういう事業スキームをつ

くったわけですが、そのとき、所要額が300万ぐ

らいかなということで、一応、上限を300万と設

けました。現実やってみますと、ほぼ300万前後

の事業におさまってきているのが大多数でござ

いまして、中には、150万であったり、100万で

あったりというのがある。ただ、400万、500万

にオーバーするというのは結果的にはございま

せんで、オーバーしても302万円とか、310万円

というぐらいで事業がおさまっているような状

況でございます。以上でございます。

○鳥飼委員 300万あるわけですから、半額の場

合だとすると150万―事業を組み切れないとい

うのが理由なんでしょうか。それだけ県民の善

意等も入っているわけですから、瓦れきの問題

はああいう結果になりましたけれども、こうい

う面でもっと支援をしていくというのが県民の

声になっていると思うんですけれども、全額い

かないという理由を聞いておられれば、お聞か

せください。

○鈴木市町村課長 事業の組み方によるんです

けれども、例えば、県内に避難してみえている

方々を、夏休み等に子供たちとか家族の方を招

待する―美郷町あたりがそういう事業を組ん

で、もう行われたんですけれども。そうしたと

ころにつきましては、事業費が10万円、20万円

ぐらいで終わったということもございますので、

そこあたりについて、限度額が300万円なので、

美郷町あたりで再度そういう事業を組まれても、

県としては柔軟に対応しますという話をするん

ですけれども、今回はこれで終わりたいという

話がございましたので―事業の中身によりま

して事業費が多い少ないというのがございます。

一律、性格によって分類はできないような状況

でございます。

○鳥飼委員 もし、まとめておられればですけ

れども、例えば美郷町がどこどこ町にどういう

事業で何ぼというようなのがわかれば―私ど

もも、みやざき感謝プロジェクトということで、

知事も率先してやろうとしているわけですから、

知りたいというのがありまして、もしとれれば、

資料として後日いただければと思います。

○鈴木市町村課長 わかりました。提出させて

いただきます。

○鳥飼委員 そういうことで、この補正で残額

が３億2,000万ということになるわけですが、今

後、この基金の取り扱いといいますか、こうい

うのをまた継続していくのはどのような形に

なっていくんでしょうか。

○大坪危機管理局次長 この事業につきまして

は、息の長い支援ということで、被災地のニー

ズに合った支援をするということでございます

ので、それぞれの被災地の状況なりニーズなり

を伺いながら、整理をしていきたいと考えてお

ります。

○鳥飼委員 津波とかで家が倒壊をしたりとか、

亡くなられたりという非常に悲惨な状況が一つ

あります。それは、いろんなことを今やられて

おるんですけれども、例えば、朝日新聞で今、

「プロメテウスの罠」というのを連載でずっと

やっていまして、旧騎西町の旧騎西高校の体育

館に役場機能を丸ごと移した井戸川町長の話等

出ていて、非常に苦悩を感じるわけなんですけ

れども、原発の問題というのは本当に長くなる
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と思うんですね。10年、20年、30年という形で

被害が継続するということで、せっかくこうい

う基金があるから、そういう人たちも含めて有

効に活用していっていただきたいと。これは要

望ですので、よろしくお願いしたいと思います。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんでしょ

うか。

ないようですので、次に、その他の報告事項

に関する説明を求めます。

○片寄行政経営課長 公社等改革指針の見直し

について御説明いたします。

常任委員会資料の12ページをごらんください。

本県におきましては、昭和60年から公社等改革

に取り組んでいるところであり、とりわけ、平

成16年からは、公社等改革指針を数次にわたり

策定いたしまして、公社等改革のさらなる推進

を図っているところでございます。

まず、１、現行指針（新宮崎県公社等改革指

針）の概要についてであります。

（１）基本的な考え方といたしまして、公社

等の統廃合及び経営自立化の促進、実効性、確

実性のある改革の推進、経営状況等の公開によ

る透明性の確保を掲げております。

（２）推進期間につきましては、平成22年度

から24年度までとなっております。

（３）対象公社等の基準につきましては、①

県の出資割合が25％以上であり、かつ、県が最

大出資者である法人。②、①以外で、（ア）（イ）

にありますように、県の関与が高い法人。③そ

の他、特に県の関与のあり方について検討する

必要がある法人となっております。

次に、２、現行指針における数値目標及び進

捗状況についてでありますが、表にありますよ

うに、対象公社等の数、県職員の派遣数、県の

財政支出額に関し、それぞれ数値目標を定めて

おります。平成21年４月１日を基準といたしま

して、太線で囲んであります部分が平成25年４

月１日の目標であります。表の右側が本年８月

現在の状況でありますが、各目標項目とも、着

実に進展しているものと考えております。

なお、表の下の米印に記載しておりますよう

に、県からの派遣職員に係る人件費につきまし

ては、従来は県財政支出額に含まれておりまし

たが、平成23年度から県の直接支給に振りかえ

ております。このため、表の一番右下にありま

す黒三角の18.6億円の削減額につきましては、

実質的には約15億円の削減となっております。

なお、公社等改革に関しまして、具体的な数

値目標を定めるのは、この現行指針が初めてと

なっております。

13ページをお願いいたします。３、今後の取

り組みについてであります。公社等改革は大変

重要な課題でありますので、引き続き、数値目

標の達成に向けた取り組みを行いますとともに、

現行指針の推進期間が今年度末までとなってお

りますことから、平成25年度以降の改革推進に

向け、今年度中に指針の見直しを行うこととし

ております。

（１）指針見直しの方向性についてでござい

ますが、まず、①対象とする公社等の基準につ

きましては、さきに御説明いたしました現行指

針と同じ基準を用いることとし、平成24年度の

状況等により、対象公社等を改めて選定したい

と考えております。

次に、②推進期間についてであります。本県

の行政改革、財政改革につきましては、従来、

別々の大綱、計画に基づき取り組んでおりまし

たが、平成19年に策定した「宮崎県行財政改革

大綱2007」から一本化しまして、具体的には、

行政改革大綱と財政改革推進計画を合体させて
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きた経緯がございます。公社等改革につきまし

ては、行財政改革の大きな柱の一つであります

ことから、平成23年度に策定した「みやざき行

財政改革プラン」にも現行指針の内容を反映さ

せているところでありますが、策定時期の関係

から、両者の推進期間に一部ずれが生じてござ

います。今回、指針の見直しに当たり、効率的・

効果的な行財政改革の推進、事務合理化の観点

から、公社等改革指針につきましては、今後、

財政推進計画と同様、行財政改革プランに一本

化し、推進期間をそろえていきたいと考えてお

ります。次の新しい行財政改革プランは、平成26

年度末の策定を予定しておりますので、今回見

直します公社等改革指針の推進期間は、平成25

年度から26年度までの２年間にしたいと考えて

おります。

次に、③数値目標につきましては、今回改め

て選定する公社等を対象といたしまして、新た

な目標の設定を検討したいと考えております。

次に、④その他でありますが、公社等の改革

全般につきましては、おおむね順調に推移して

いるところでありますが、債務超過となってお

ります林業公社や、存廃を含めた事業の整理縮

小の検討が必要な住宅供給公社など、特に留意

を要する公社につきましては、改革の方向性を

個別に示してまいりたいと考えております。

最後に、（２）今後の主なスケジュールであり

ますが、現在、公社等の選定やヒアリングなど、

事務的な作業を着々と進めているところであり

まして、今回の常任委員会での議論を踏まえ、

ここに示してはおりませんが、年末から２月に

かけ、副知事や関係部局長、次長等による協議

検討を進めまして、来年３月の本委員会で指針

案の報告、御意見等をいただいた後、最終的に

知事を本部長とする行財政改革推進本部で決定

したいと考えております。

なお、常任委員会資料の14ページ、15ページ

に現行指針の対象公社等の一覧及び進捗状況の

内訳となる数値等を入れておりますので、御参

考にしていただきたいと存じます。

公社等の改革につきましては、今後とも頑張っ

てまいりたいと存じますので、引き続き御指導

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

説明は以上でございます。

○厚山消防保安課長 続きまして、常任委員会

資料の16ページをごらんください。新総合防災

情報ネットワーク整備事業の進捗状況について

御説明いたします。

１の事業概要であります。県では、災害発生

時の情報収集及び災害対策の伝達を行うため、

国や市町村、防災機関等を結ぶ総合防災情報ネッ

トワークを構築しておりますが、設備が老朽化

したことなどから、災害対策の質の向上を図る

ため再整備を行います。このため、平成23年度

から24年度で実施設計を行い、平成24年度から27

年度までの４カ年で整備工事を行う予定であり

ます。

２の平成24年度の進捗状況についてでありま

す。今年度は、県庁の１号館屋上にある衛星地

球局設備の更新工事や県内全域における災害現

場等の映像を防災ヘリコプターから迅速に伝送

できるように、２カ所の中継局―鰐塚山中継

局と清水岳中継局にヘリテレ受信基地の整備を

行う防災映像伝送システム整備工事など、①か

ら⑧の８件の工事を条件つき一般競争入札で実

施し、契約を締結しております。また、今後、

支部局及び中継局の電源整備工事を契約する予

定であります。

次に、３の事業費にありますように、８件の

契約済み額は、10億268万3,000円であります。
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今後の予定としまして、４にありますように、

平成25年度から27年度にかけて、災害対策業務

を一体的かつ合理的に行えるように、災害情報

の収集や共有のしやすい利便性の高いシステム

を構築する災害対策支援情報システムの整備や、

無線設備の高機能化を図りたいと考えておりま

す。

次の17ページをごらんください。これは、県

内全域に張りめぐらされました総合防災情報

ネットワーク無線局の配置図であります。ちょっ

と見にくいんですけれども、太い線が県庁、中

継局、支部局を結びます多重無線回線で、高速・

大容量化を図ります。若干細く見えます細い線

が、中継局と市町村、消防本部、防災機関及び

県の出先機関を結びます防災無線回線で、デジ

タル化更新による高機能化を図ることとしてお

ります。また、図面上の②の地点、県南の鰐塚

山中継局と県北の清水岳中継局にヘリテレ受信

基地を整備することによりまして、ほぼ県内全

域で防災ヘリに搭載されたカメラからの映像を

受信できるようになります。

説明は以上でございます。

○黒木委員長 説明が終わりました。その他の

報告事項についての質疑はありませんか。

○宮原委員 公社等改革指針の見直しについて

というところで、２の現行指針における数値目

標及び進捗状況についてということで、基準か

ら現況が書いてあって、目標が真ん中に来てい

るんだけれども、県職員の派遣人数が80から90

という数字になっているということは、逆にふ

えるということなんですか。

○片寄行政経営課長 これは、説明が不足して

おったかもしれませんけれども、21年に策定し

たときに派遣が102名ございました。そして、指

針を22年に策定したわけでございますけれども、

そのときの目標として、90名まで減らそうとい

う目標を定めておりましたところ、現時点でそ

れを上回る数の削減が進んでおりまして、現時

点では80名の派遣になっているという意味でご

ざいます。

○宮原委員 平成25年の４月には90名が目標と

いうことで、ふえるということじゃないんです

か。やり過ぎたということなのか、どうなのか。

○片寄行政経営課長 公社等への職員派遣につ

いては、基本的にはこの指針の中で減らしてい

こうという計画を立てておりまして、後は、そ

の年、公社のほうから派遣の要請とか、そうい

う形で上がってまいりまして、真に必要なもの

を洗練して派遣を決定しているところでござい

ます。この時点では結果として、90の目標を下

回る派遣になっておりますけれども、今後の状

況については未定でございます。

○宮原委員 改革も、ただ切ればいいというわ

けじゃないので、必要な分はそういった数値で

行きますということでいいですね。わかりまし

た。

それともう一点、新総合防災情報ネットワー

クのところで、総合防災情報ネットワークを構

築されているということで、より災害対策の質

の向上を図るための再整備ということですけれ

ども、この総合防災情報ネットワーク構築とい

うのはいつごろされたんですか。

○厚山消防保安課長 現在のネットワークにつ

きましては、平成９年に整備をしております。

○宮原委員 そうしたら、平成９年から今まで

これでやっていたけれども、さらにさっき説明

を受けたような情報を取り入れるということで、

結果的には今回の整備で15億を超えるお金がか

かるんですね。平成24年度の事業として、これ

だけの整備をするのにそれだけかかるというこ
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とですね。平成９年からここまでは今までのシ

ステムでよかったけれども、新しくヘリテレと

か、こういったものを入れることでこれだけの

お金がかかるんですということですね。いいで

す。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんか。

○有岡委員 情報ネットワーク整備事業ですが、

最終的に県庁の中の指令する部分を１号館の５

階に設置することになるのかどうか、再度確認

させていただければと思います。

○厚山消防保安課長 県庁の場合は、今まで５

階の統制局が集中管理しております。ここを基

地としまして、受信・配信を行っていくという

ことで、場所は同じでございます。

○有岡委員 それに関連して、今、計画して調

査をしている防災拠点施設の整備、これとのか

かわり合いというのか、リンクはどんなふうな

イメージで私どもは考えたらよろしいんでしょ

うか。これからつくろうとしている部分と防災

とが別々になるだろうと想定するんですが、そ

の流れを。

○厚山消防保安課長 総務課のほうで推進して

おります防災拠点施設の絡みにつきましては、

消防保安課もメンバーとして参加しておりまし

て、連携はとっておりますけれども。ただ、今

のネットワークにつきましては、先ほど御説明

したとおり、15年が経過しておりまして、もう

限界に来ておるという状況がございます。故障

しても新たな機器類はない等々ございまして、

今、整備するしかないというような状況でござ

いまして、防災拠点施設につきましては、その

推移を見ながら、基本的には、この整備以降と

いうことになるとすれば、移設等も念頭に、今

後、連携を図って検討したいというふうに思っ

ております。

○有岡委員 当初の予算のような大きな施設を

つくっていくのか、もしくは必要最小限のもの

をつくるなり、いろんな選択肢の中で早急に方

向を出していただけるといいんじゃないかと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○宮原委員 25年度以降にもまた事業が進めら

れますね。平成24年度で15億ぐらいとすると、

トータルで幾らぐらいかかって、また財源とい

うのはどういう形になっているのかをお聞かせ

ください。

○厚山消防保安課長 まず、本工事の総工事費

は、23年度の実施設計から始まっておるわけで

すけれども、23、24年で実施設計を行いまして、

その概算額では27年度までの総工費約72億とい

うふうになっております。

それと、財源につきましては、一般財源のほ

うから、起債事業としまして防災基盤整備事業

債を利用しております。

○鳥飼委員 関連して、起債だけで、国庫負担

金とか何かないんですか。全部自腹みたいにな

るんでしょうか。

○厚山消防保安課長 事業としては先ほど申し

ました起債事業でございます。この中身は、デ

ジタル化と一般の事業で、参入率は50％と30％

というような内容はございますけれども、基本

的に防災基盤整備事業債を利用しておるという

ことでございます。

○鳥飼委員 国庫補助とか負担金というのはな

いというようなことですか。

○厚山消防保安課長 国庫補助につきましては、

ございません。

○有岡委員 財政的な立場に関連してお尋ねし

たいと思うんですが、例えば公社等の改革指針

が出ていまして、林業公社等も大変心配する案

件であるんですけれども、公社の運営、また財
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政的な中で、私は、一般質問の中で休眠財産と

いう表現を使ったんですが、県の財産の中で眠っ

ているような資産があるんじゃないかと。ちょっ

と話が飛んでしまうのかもしれませんが、例え

ば北警察署に行ったら、近くに県の青葉寮とい

う寮があって、誰も住んでいらっしゃらないん

です。そういった眠ったままの状態になってい

る資産というのをもっと動かすとか、例えば、

林業に使うような形でもっと住宅に活用すると

か、休眠財産の切り口で、何か取り組む必要が

あるんじゃないかと思ったんですが、財政的に

はそこ辺の実態把握というのはどうでしょうか。

○柳田総務課長 休眠財産の関係なんですけれ

ども、ただいまお話しにありました青葉寮の関

係なんですが、これは職員宿舎のようなもので

す。県のほうで職員宿舎の管理計画というもの

を立てておりまして、その中で、老朽化してい

るとか、または入居者が少ない、今後も見込み

が立たないというものについては、いろいろ話

をしまして、例えば青葉寮は独身寮であります

が、22年度をもって全て廃止させていただきま

した。そういうことで、現在はまだ建っており

ますけれども、今年度中に解体処分をして更地

にする予定です。そして、その後、売却とか、

そういうことを検討するということでやってお

ります。これ以外につきましても、未利用地が

いろいろございますが、それにつきましては、

公有財産の調整委員会に諮りまして、いわゆる

活用の方針が出ない、どこも使わないというこ

とでございますと、やはり処分という方針を出

しまして、そして、地元の市町村で活用されれ

ば、そちらのほうに譲渡をする、あるいはそれ

がないということであれば売却ということで

やっております。以上でございます。

○黒木委員長 ほかにありませんでしょうか。

ないようですので、それでは、最後に、その他

で何かありませんでしょうか。

○外山委員 毎年のことなんですが、当せん金

付証票、前に聞いたことがあったのかどうか記

憶にないんですが、法律第144号第４条第１項に

は、大体どういうことが書いてあるんですか。

○福田財政課長 当せん金付証票法第４条第１

項でございますが、内容だけ簡潔に申し上げま

すと、都道府県が発売をする場合に、事前に議

会の議決を経ておく必要があると。その発行金

額の範囲内において、総務大臣の許可を受けて

発売することができるという旨が書いてあると

いうことでございます。

○外山委員 今回の106億6,000万、この金額は

どうやって決まるんですか。

○福田財政課長 この年度当初の発売上限額に

ついてでありますが、平成15年度以降、同じ金

額で106億6,000万円としているところでござい

ます。その間、発売額が大体90億円前後で推移

しておりますけれども、この発売上限額につき

ましては、多少の余裕を持たせる必要があると

いう観点から、例年、106億6,000万円としてい

るところであります。積算は、平成15年に発売

額が初めて90億円を超えまして、ある程度の幅

を持たせるということで、積み上げをして106

億6,000万円にしたんですが、それ以降は大きな

変動の必要がないということで、据え置きで来

ているという状況でございます。

○外山委員 金額を決める基準は何かあるんで

すか。県民所得とか何か。

○福田財政課長 特段これといった基準はござ

いません。そういう意味では、各県が独自の判

断で発行額を決めるという仕組みになっており

ますが、本県の場合、大体９割前後の発売額で

推移しておりますので、この金額で妥当である
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という判断をさせていただいているものであり

ます。

○外山委員 この金額は誰が決めるんですか。

○福田財政課長 金額は我々事務方のほうで、

執行部としてこの106億6,000万円でお願いした

いということを議会のほうに提示をさせていた

だきまして、最終的には議会のほうで議決をい

ただくということになっておりますので、そう

いう意味では、最終的には議会の議決を受ける

ということでございます。

○外山委員 200億にしてもいいんですね。県財

政がふえてくるわけでしょう。多ければ、もう

ちょっと、売れれば。

○福田財政課長 私も消化できるのであれば200

億円にしたいという思いはまさに同じでござい

ますが、この消化率というものが９割程度でご

ざいますので、一気に上げてもなかなか消化し

切れないという意味では、今後、宝くじが売れ

ていくような取り組みはしてまいりたいと思い

ますけれども、なかなか急々には上げられませ

んので、来年度については、この106億6,000万

円でお願いしたいということでございます。

○外山委員 上げたから、そこに相当差があっ

て、何かペナルティーがあるというものでもな

いんでしょう。

○福田財政課長 あくまで上限額ですので、上

げたからといって何もないんですけれども、逆

に上げる必要もございませんので、御理解をい

ただきたいと思っております。

○鳥飼委員 宝くじの話が出たから。発行する

チャンスは、全国自治宝くじと西日本宝くじの

２回しかないということですか。

○福田財政課長 ここに書いてあるのが全国自

治宝くじと西日本宝くじということでございま

すが、これは大くくりの整理でありまして、全

国自治宝くじというのは、先ほど市町村課長も

申し上げたようなサマージャンボとかオータム

ジャンボとかさまざまございます。西日本宝く

じというのは、いわゆるブロックくじのことで

ありまして、大きく分けるとこの２つになりま

すということでございます。

○鳥飼委員 そうすると、やっぱり富くじは多

いほうが売れるし、収入が入るんじゃないかと

いう議論が出てくるから、今後、これが妥当か

どうかというのは財政課長がきちっとしてくれ

ると思います。

○黒木委員長 ほかに質疑はありませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 ないようですので、それでは、

以上をもって総務部を終了いたします。執行部

の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時２分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、あす、

行いたいと思います。開会時刻は、午後１時と

したいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○黒木委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後２時２分散会
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平成24年12月５日（水曜日）

午後１時０分再開

出席委員（７人）

委 員 長 黒 木 正 一

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 宮 原 義 久

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（１人）

委 員 星 原 透

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、一括で採決いたしま

す。

議案第１号、第４号及び第28号について、原

案のとおり可決することに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号外２件については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第24号「高等学校の公私間格差解消のた

め、私学助成の増額を求める請願」の取り扱い

はいかがいたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 請願第24号については、採決と

の意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、請願第24号の賛否を

お諮りいたします。

請願第24号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○黒木委員長 挙手少数。よって、請願第24号

は不採択とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として特に御要望等は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時７分再開

○黒木委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくことで御異議ありませんか｡

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続審査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか｡
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○黒木委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時７分閉会


